
 

 



私が掲げた「やりますリスト」に基づき、平成 27 年 4 月までの任期中（4 年間）の『新マニフェス

ト工程表』を作成いたしました。 

平成 19 年 4 月に市長に就任して以来、市民の皆様との約束であるマニフェストの実現を「新しい浜

松をつくる３つの基本姿勢と 7 つの挑戦」として実施してまいりました。二期目を迎え、新たに 3 つの

目標を掲げ、『8 つの戦略』として取り組んでまいります。 

 
 
 
 

３つの目標 

やります！ 人財（ひと）づくり 

やります！ 産業（もの）づくり 

やります！ 文化（こと）づくり 

８つの戦略 

地元産業の活性化を進めます 

こども第一主義を進めます 

安全と安心を人から人へつなげます 

地球にやさしい持続可能な社会を実現します 

住みやすさナンバーワンのまちづくりを進めます 

いきがいが実感できる健康づくりを進めます 

文化や自然を生かし、活力あふれるまちをつくります 

行革を進め、自立した市政運営を行います 

 

鈴木やすとも 新たな挑戦 ３つ目標と８つの戦略 



やります！人財（ひと）づくり

やります！産業（もの）づくり

やります！文化（こと）づくり

マニフェスト一覧

　

　

　産業文化の活性化を始め、ユニバーサル社会、多文化共生社会の実現、中山間地域の振興など、豊かな地域
社会の形成に向けて、創造性あふれる市民が主体的に行動し、持続的に活躍できる環境整備を行い、浜松の未
来の担い手となる人材の育成や地域資源の活用を積極的に推進します。

　ものづくり産業が未来を拓く創造的な活動と技術革新に果敢に挑戦し、新たな技術や人材、産業が創出されるよ
う支援します。また、農林水産業の分野においても、経営力向上を力強く推進し、本市の産地力を強化します。

　音楽、美術、文芸、伝統芸能などの多様な文化芸術を基盤に、創造性豊かな人材が交流し、新たな発想が生ま
れ育つ環境をつくり、市民が主体となって文化を創造し発展させる都市を目指します。



○新産業の創造、育成

1 中小企業の新技術・新製品の開発などイノベーションを促進するため、事業化助成等による支援を積極的に進め、企業の競争力を強化します。

2
次世代自動車や光エネルギー、健康医療、新農業など、今後成長が見込まれる分野において、大学や産業支援機関等による産学官連携体制を
強化し、地域一丸となって技術開発支援やマッチング、販路開拓支援等に取り組み、新事業や新産業を創出していきます。

3
ものづくり産業を重点的に支援する「はままつ産業創造センター」と技術の高度化支援を行う「浜松地域テクノポリス推進機構」とを一体化し、総合
的な産業支援機関として、機能の充実を図ります。

4 市制100周年を契機に、国際見本市へも対応できる県下最大級の新産業展示館の建設準備に着手し、地域企業の販路拡大を支援します。

5
市長自らの積極的な企業訪問などを通して、本市が有する光・電子技術をはじめとしたものづくり基盤技術などの産業ポテンシャルを国内外に発
信し、企業誘致を進めます。

6
中小企業の進出や事業転換を促すため、設備投資などへの助成制度を拡充し、きめ細かな支援を行うとともに大規模企業立地の促進について
は、情報提供に対する成約報奨制度を導入するなど、戦略的な企業誘致を展開します。

7
新たな加工品の開発、地産地消の充実、海外を視野に入れた販路拡大の推進など、生産・加工・販売を一体的に進める農林水産業の6次産業化
を進めます。

8 力強い農業ビジネスを確立するため、経営感覚に優れた先進的農業者を育成します。また、企業の農業分野への新規参入を促進します。

9
林業再生に向けて、育てる林業から売る林業への転換を推進し、低コスト作業システムの確立、担い手となる林業事業体の育成、効率的な加工・
流通体制の整備を進め、持続可能な林業経営を実現します。

10
天竜材の需要を拡大するため、FSC森林認証制度を活用したブランド化や、天竜材の家百年住居（すまい）る助成事業、公共建築物等への木材利
用などを推進します。

11 水産業の振興のために、トラフグやアサリなど魚種の豊富な水産資源を保護・育成し、舞阪・村櫛漁港の荷捌き所などの施設整備を進めます。

地域企業が求める経営支援、創業支援、人材育成を含む総合的な産業支援を充実します。

本市経済を支えるものづくり産業を含め、多様な産業の発展を目指し、産学官の強固なネットワークにより、新産業を創造します。

○総合的な産業支援体制の充実

全国屈指の高い生産高があり、ブランド力のある本市の農林水産業の産地力を強化します。

将来にわたり活力に満ちたものづくり産業の集積を目指し、戦略的に企業誘致を推進します。

○トップセールスによる企業誘致の推進

○次代につなぐ農林水産業への支援

将来にわたって地域産業の持続的な発展を確保するため、輸送用機器をはじめとする既存産業の強化を図るとともに、未来を担う新しい産業を創出していき
ます。

１．地元産業の活性化を進めます



12 保育所は、民間保育園の増改築により毎年度2施設50人以上の定員増を実現します。

13 認証保育所は、利用促進を図るため、一律に月2万円の助成制度を創設します。

14
放課後児童会は、平成26年度までに11施設増設し、400人程度の定員増を行います。また、運営にあたっては、保護者の参加など地域一体により
進めます。

15
地域子育て支援センター及び子育て広場は、親子ひろば及び子育て支援広場に再編（84か所→90か所）し、開催日数・時間を拡大するとともに世
代間交流事業や障害児の受け入れなどを加え、事業内容を充実します。

16 すべての図書館にある児童図書コーナーを「こども図書館」として充実します。

17 動物園へ設置予定の愛護センターとともにいのちの大切さを学ぶ「いのちの教室」を開設します。

18
”地域の子どもは地域で育てる”を合言葉に、すべての小学生を対象として自治会集会所等を活用した市民協働による「放課後の子どもたちの居
場所」づくりを進めます。

19
発達障害の早期発見、早期療育のため、診療機関を開設するととともに発達相談支援センター（ルピロ）の相談支援機能を拡充し、幼稚園・保育園
での障害児の受け入れを支援します。

20
児童デイサービス（Ⅰ型）を4か所増設（3か所→7か所）し、療育の場を拡充するとともに、発達障害児が幼稚園・保育園へ円滑に移行できるよう発
達支援広場を3か所増設(7か所→10か所）します。

21
本庁に指導主事・保育士など専門職員を配置し、相談支援体制を充実するとともに、区役所などにワンストップで対応できる相談窓口を整備しま
す。

22 市立幼稚園で、通常学級に在籍する障がいのある園児を取り出して個々に応じた発達の支援をします。

23
幼稚園・保育園と療育機関を併行通園している障がいのある園児の療育効果を上げるため、療育機関の専門職員が幼稚園等を訪問して、障害児
保育を支援します。

○待機児童ゼロ作戦

ますます増加する保育所や放課後児童会への入所希望に応えるため、施設整備を推進し、待機児童ゼロを目指します。また、地域子育て支援拠点の再
編を行い、乳幼児から思春期まで切れ目のない子育て支援体制を充実します。

発達障がいのある子どもの乳幼児期から、就学、成人期に至るまでの各ライフステージに対応する一貫した支援体制を整備します。

心を育てる場として図書館を整備し、子どもの読書環境を充実します。また、動物園において、生命の大切さや尊さを伝える「生命（いのち）の教育事業」
に積極的に取り組みます。

○子どもの活動の場の確保

○発達障がいのある子どもの支援体制の強化

子どもを安心して生み育てることができるよう、子育て環境の充実・整備を行うとともに、市民同士、地域ぐるみの子育て支援を充実します。また、子どもが夢や
希望に向かって自分の力を十分に発揮できるよう、確かな基礎学力の定着に取り組みます。

２．こども第一主義を進めます



24 小学一年・二年の30人学級編制を実施します。

25 個々の子どもの成長に視点をあて、発達段階に応じた指導を積み重ねていくため、市内48中学校区で小中一貫教育を推進します。

26 子どもの知的探究心を育むため、受講を希望する小中学生の中から選抜により、理数、外国語、音楽、美術などの課外特別講座を創設します。

27
理科教育では、従来の理科支援員に加えて、企業や大学等の協力を得て理科特別講師による指導を実施するとともに、市独自の理科カリキュラ
ムによる指導を行い、児童生徒の理科に対する興味関心を引き出し、理系学力のレベルアップを実現します。

28
平成23年度に外国人児童生徒の不就学の実態調査を実施し、不就学の原因・　理由を分析します。その結果に基づき、専門家によるカウンセリン
グや入学準備支援制度など、外国人児童生徒ひとり一人のケースに応じた就学支援制度を設け、　3年間を目途に不就学を解消します。

29 同一敷地内に特別養護老人ホームなどの高齢者介護施設と保育園の併設を促進します。

○子どもの能力を伸ばす小中一貫教育の推進

子どもたちが夢や希望に向かって自分の力を充分発揮できるよう、きめ細かな指導・教育体制づくりを進め、確かな基礎学力の定着に取り組みます。

子どもはお年よりを敬うやさしい心を育み、お年よりはいきいきと元気になれるよう、子どもと高齢者がふれあい交流する環境を整備します。

外国人学校やボランティアの皆さんと協同して、外国人児童生徒の不就学を解消します。

子どもの育ちと学びをつなぐため、小中一貫教育を推進します。また、浜松市からノーベル賞を受賞できるよう、才能豊かな子どもを育てます。

○外国人の子どもの不就学ゼロ作戦

○30人学級の実現

○子どもと高齢者のふれあいの場



30
地域や行政によるひとり暮らし高齢者や高齢者世帯の見守り・支援を積極的に展開していくため、地域包括支援センターや民生委員、事業者など
による地域支援ネットワークを構築します。

31 地域包括支援センターを5か所増設（17か所→22か所）し、高齢者のための相談支援体制等の拡充を図ります。

32
地域子育て支援センター及び子育て広場は、親子ひろば及び子育て支援広場に再編（84か所→90か所）し、開催日数・時間を拡大するとともに世
代間交流事業や障害児の受け入れなどを加え事業内容を充実します。（再掲）

33
”地域の子どもは地域で育てる”を合言葉に、すべての小学生を対象として自治会集会所等を活用した市民協働による「放課後の子どもたちの居
場所」づくりを進めます。（再掲）

○福祉入所施設の充実

34 特別養護老人ホームは、毎年度200人以上の定員を増やします。

35 老人保健施設は、毎年度100人以上の定員を増やします。

36 障害者のグループホーム、ケアホームは、平成26年度までに12施設新設し、80人以上の定員を増やします。

37 小規模多機能型居宅介護施設を11か所増設します（22か所→33か所）。

38 認知症対応型共同生活介護施設（グループホーム）を10か所増設します（55か所→65か所）。

39 認知症対応型通所介護施設（認知症対応型デイサービス）を16か所増設します（37か所→53か所）。

40 特定施設入居者生活介護施設を5か所増設します（4か所→9か所）。

41 介護老人福祉施設入居者生活介護施設を8か所増設します（9か所→17か所）。

42 地域自治センターや公民館などの公共施設に市民協働コーナーの設置を進めます。

43 生涯学習や市民協働の拠点である公民館を計画的に整備し、機能を充実します。

市民一人ひとりが、福祉、防災・減災、防犯、交通安全等に対する意識を高め、主体的に行動する活発な市民活動を支援します。また、地域の結びつきを強
め、共生・共助の精神を養い、安全と安心を人から人へとつなげる活発な地域力を創造します。

３．安全と安心を人から人へつなげます

市民協働団体の活動拠点を整備し、市民協働を活発にします。

○地域力支援事業の充実

○地元で介護が受けられる地域密着型サービス施設の充実

○市民協働の拠点施設の整備

住み慣れた地域でいきいきと暮らすことができるよう、共生・共助の精神を養い、支援等を必要とする人たちを地域で支えることができる人材を育成し、福
祉の地域力を向上します。

高齢者が要介護状態となっても住みなれた地域で生活を継続できるよう、地域密着型サービス施設の整備を推進します。

入所が必要な高齢者や障害者の希望に応えるため施設福祉の充実をします。



44 自治会役員を対象とした地域力向上に関する相談やノウハウ習得のための研修会を実施します。

45 自治会にお願いしている市の委託事業の適正化に取り組み、自治会運営の負担軽減を図ります。

46
防災冊子やホームページ、出前講座などにより防災情報を積極的に発信するとともに、自主防災隊を中心に自治会、民生委員、企業等との連携
協働により、災害時要援護者への支援や災害発生時の共助など地域一体となった防災体制の構築を進めます。

47
災害発生時の迅速な情報収集・伝達を図るため、全市をカバーする防災行政無線の整備を進め、あわせて、市民一人ひとりへの緊急時の伝達手
段である「浜松市防災ホットメール」への登録を推進します。

48
大規模災害が発生しても、市役所機能を停止することなく市民サービスを円滑に提供できるよう「浜松市業務継続計画」を策定し、有事に備えた体
制を整備します。

49 有楽街の治安維持に向け、地域住民による自主的な防犯活動の拠点となる「まちなか防犯センター」を設置します。

50 市民参加による自主的防犯活動団体「地区安全会議」を全市内に設立するとともに青色パトロール活動の活発化に向けて支援します。

○交通安全対策の推進

51 学校周辺の通学路や病院の周辺部への歩道設置等を進めます。

52
交通事故多発箇所の交差点について、信号未設置箇所の信号設置を警察に要望するとともに、市も独自に減速路面表示や交差点内のカラー舗
装などの交通安全施設を整備します。

53 65才以上の市民で運転免許証を自主返納する方に住民基本台帳カードの無料交付などを実施します。

54 消防車、救急車など必要な機械・装備の更新を行います。

55 大平台に入野地区を管轄する中規模消防出張所（救急隊新配置を含む）を新築します。

市民が自ら災害に対する備えを実行できるようにするため、防災情報の発信力を高め、自主防災組織を強化します。

○防災・減災の地域力向上

○防犯の地域力向上

災害等に対して迅速に対応できるよう、消防車両を整備するとともに消防署所を再編拡充するなど消防防災体制を強化します。

子どもやお年寄りなどの交通弱者が安全で安心して通行できる歩行空間を確保し、交通事故多発箇所の交差点の整備を進めます。

○消防施設の整備

自治会が地域の核となり市民協働に取り組めるよう、自治会活動の活発化を支援します。

○自治会活動の充実

安全で安心な市民生活の確保のため、市民協働により犯罪がなく安全で安心して暮らすことのできる地域社会づくりを推進します。



56 公共施設については、ＬＥＤ照明の導入などの省エネ改修に取り組むとともに敷地面積の20％以上の緑化を目指します。

57
民間施設については、低炭素型住宅（エコハウス）や緑のカーテンの普及、中小企業の省エネ改修に対する助成を実施するなど省エネ・グリーン化
を推進します。

58 個人住宅への新エネルギーシステム設置への助成を実施し、太陽光発電、太陽熱利用などの導入を促進します。

59
間伐材を活用した木質ペレットの加工施設を整備し、木質ペレットを燃料とするボイラーの普及を促進するなど、バイオマスを利用したエネルギー
の活用を進めます。

60
生ごみ堆肥化容器などの利用促進や、紙類の拠点回収の実施など徹底した発生抑制（リデュース）、再使用（リユース）、再生利用（リサイクル）に
よってごみ減量対策を実践します。

61 市民1人1日当たりの排出量を平成21年度実績に対し10％削減を目指します。

62 リサイクル拠点となる資源リサイクルセンターを平成27年度開設に向けて準備します。

63 資源の循環体制を確立するため、安全で安定的、かつ効率的なごみ処理体制の整備や、廃棄物の適正処理のための監視・指導を実施します。

64 平成25年度までに、指定ごみ袋の統一、ごみ分別の統一に取り組みます。

65
多様な自然環境を有する本市固有の特性を踏まえて、『浜松市生物多様性地域戦略』を策定し、生物多様性の保全対策を効果的かつ計画的に実
施します。

市民・事業者・行政などの参加と協働のもと、低炭素社会、循環型社会、自然共生社会づくりの取り組みを総合的に進めていくことにより、地球環境に負荷を
かけない持続可能な社会を実現します。

４．地球にやさしい持続可能な社会を実現します

○公共施設や住宅等における省エネルギー対策の推進

○新エネルギーの導入促進

○ごみ削減対策

○生物多様性保全対策の推進

本市の地域特性である長い日照時間や広大な森林から発生する間伐材などを活かし、新産業の創出に結びつく新エネルギーを導入します。

公共施設における省エネ改修に取り組み、率先して温室効果ガスの排出抑制を進めるとともに、市民や事業者の省エネルギー対策を促進します。　

市民・事業者・行政等の協働により、ごみ減量、再生利用を図り、持続性のある循環型の社会づくりを進めます。

森林、河川、湖沼、田園、里山などの自然環境に配慮した利用を促進するとともに、貴重種をはじめとする動植物保護の取り組みを進めます。



○環境教育の推進

66 環境教育のあり方や各主体の役割、取り組みの方向性を定めた「環境教育基本方針」を策定し、環境教育の施策を総合的・体系的に推進します。

67 児童期からの意識づけが重要であることから、小中学校の全学年でごみ減量を中心とした環境教育を実施します。

68
浜名湖は、閉鎖性水域である猪鼻湖の水質浄化のため、下水道や合併処理浄化槽の普及を推進するとともに市民活動による猪鼻湖浄化プロジェ
クトへの支援を行い、CODなどの改善をします。

69 佐鳴湖は、CODの環境基準値5mg/ℓの達成に向けて、下水道普及や雨水浸透ますなどの設置など、市民と一体となった取り組みを進めます。

○浜名湖や佐鳴湖の水質改善対策

「浜松市川や湖を守る条例」や「清流ルネッサンスⅡ行動計画」などに基づき、県との連携、市民や事業者等との協働により、浜名湖や佐鳴湖の水質浄化
に積極的に取り組み、豊かな水辺の環境保全を推進します。

「環境共生都市・浜松」を実現するため、市民や市民活動団体、事業者への環境教育を通して「環境にやさしい暮らし・活動」に取り組む”実践する人づく
り”を進めます。



70 南口駅前広場は、送迎車スペースの拡大、駅南駐車場の自走式化、出入口の改善、観光バスバースなどの改良を実施します。

71 北口駅前広場は、広場空間や歩行空間の連続性を確保するなどの改善を検討します。

72
都心の再整備の必要性のある地区や優先順位などを定め、老朽化建物、耐震性の劣る建物の大規模改修や建替えなどの再整備を促進します。
また、地元住民や地権者などが主体的に地区更新の促進を図る「まちづくりルール」を作成し、地域自ら将来を見据えたまちづくりを展開できるよう
支援します。

73 地権者や商業者等で構成する「浜松まちなかにぎわい協議会」とともに中心市街地の課題解決や活性化に取り組みます。

74 中山間地域の地域づくりを支援するため、各地域に１億円規模の「地域まちづくり基金」を創設します。

75 鉄道駅や病院、商業施設にミニバスターミナルを設置し、交通結接点機能の強化を図ります。

76 高塚駅・天竜川駅の橋上駅舎や駅前広場の整備を進めるとともに西鹿島駅周辺整備構想を策定し、交通基盤施設の機能を充実します。

77 公共交通空白地域対策として、環状路線バスの設定や自主運行バス再編など、交通事業者と協調してバス路線の充実に努めます。

都心居住を快適にし、定住人口の増加を図るとともに、産業や文化、歴史などを生かした魅力的なまちなかを創出します。また、中山間地域における地域再生
のソフト施策を充実し、地域住民が互いに助け合い、いきいきと生活できる暮らしを実現します。さらに、公共交通や通信機能などネットワーク機能を充実し、
人やもの、情報の交流を促進します。

５．住みやすさナンバーワンのまちづくりを進めます

過度に自家用車に依存することなく、公共交通、徒歩や自転車により快適に移動できる交通ネットワークを実現します。

共生共助による豊かな地域社会を実現するため、区協議会の充実強化や区役所による地域コミュニティの育成・支援を通じて、市民自らが考え、行動し、
地域の課題を解決する地域自治の拡充強化を目指します。

都心地区建物の更新や耐震化などの再整備を進めるために、民間主体型の持続的なまちづくりを促進し、都市機能の再生・強化を図ります。

JR北口・南口駅前広場の交通結接点機能の強化、駅周辺の歩行者の回遊性の向上に取り組み、魅力的な都心育成を図ります。

○JR浜松駅前広場を中心とした回遊空間の整備

○都心の都市機能の強化

○「幸せを実感する山里暮らし」の実現

○公共交通の確保



78 三遠南信地域の広域連携、ひとつの浜松の醸成にとって不可欠である三遠南信自動車道の整備促進を国と連携しながら進めます。

79 主要国道や県道浜松環状線などの放射道路や環状道路の整備を進め、地域間交流や地域の活性化を促進します。

80
橋梁、道路、水道、下水道など社会基盤の構造物の特性、優先度に応じた点検・補修など長寿命化対策に取り組むとともに、耐震化工事など防
災・減災対策を進め、安全・安心な暮らしを支えます。

○中山間地の生活交通の充実

81
現在、佐久間地域や春野地域で実施している利用者からの要求に応じて弾力的に運行するデマンドバスやNPOタクシーの他地域への拡大実施を
支援し、過疎地などの公共交通空白地域の移動手段を充実します。

○公共事業の重点化

各地域の拠点間を結ぶ道路のネットワークを構築するため、骨格となる道路の整備を着実に進め、地域間の連携を強化します。また、都市計画道路など
市街地における慢性的な渋滞の解消と交通の円滑化を図るとともに、地域において通勤・通学・通院など日常の暮らしを支える道路などの社会基盤の整
備を推進します。

中山間地の公共交通空白地域において、自家用自動車を利用できない市民の移動手段を充実します。



82
老人クラブ等の活動支援のためのシルバーサポーター派遣事業や高齢者利用施設等のユニバーサルデザイン化への助成等、高齢者の生きがい
対策事業を拡充します。

83
シルバー人材センターと連携し、高齢者のライフスタイルにあわせた就業やボランティア活動など様々な社会参加を通じて、高齢者の健康で生きが
いのある生活を実現します。

84 同一敷地内に特別養護老人ホームなどの高齢者介護施設と保育園の併設を促進します。

85 浜松医療センターは、将来にわたり公立病院の役割を果たせるよう、さらなる経営改革を進め、健全経営を定着化します。

86 リハビリ病院は、今後の高齢化に伴うリハビリテーション医療の需要増などに応えるため、増床などの再整備を進めます。

87 救急救護体制の充実強化のため、救急救命士の資格者を増やします。

88 「1000万人ラジオ体操大会」の誘致を進めるとともに地域や学校、市民活動団体と連携しながらラジオ体操の普及に取り組みます。

89
市民が楽しく継続的に体を動かすことができる健康づくりや生活習慣病対策のプログラムを作成し、官民協同で事業を展開し、健康な市民を増やし
ます。

90
栄養バランスのよい食生活をおくり、身体の成長や病気の予防など「生きる力」を育むために、家庭、学校、地域での乳幼児期からの食育の取り組
みを推進します。

91 疾病の早期発見・早期治療のため、健康診断の受診率の向上に積極的に取り組みます。

92
県営の大型スポーツ施設の誘致を推進するとともに、既存施設の再整備を検討します。また、運動広場など身近なスポーツ施設の運営管理の充
実を図り、効率的な施設利用環境を整えます。

だれもが、一生涯、安全・安心に、いきがいを持ち、いきいきとした生活を送るため、子どものうちから、年齢、体力、生活環境などに応じた健康づくりを、家
庭、学校、地域などで連携して取り組んでいく環境を整備します。

６．いきがいが実感できる健康づくりを進めます

生涯スポーツを推進するため、スポーツ施設の整備を進め、「するスポーツ」や「みるスポーツ」、「ささえるスポーツ」の振興を図ります。

○生涯スポーツの推進

子どもからお年寄りまで、市民すべてが気軽に運動に親しむ環境を整備し、市民の健康づくりを進めます。

高齢者が地域の中で、健康でいきいきとした生活を送ることができるような環境づくりを目指します。

お年よりはいきいきと元気になり、子どもはお年よりを敬うやさしい心を育むよう、高齢者と子どもがふれあい交流する環境を整備します。

公立病院の役割を果たすため、病院の健全な経営に取り組み、安全安心な医療を地域に提供します。

○体力・健康づくりの推進

○医療の充実

○子どもと高齢者のふれあいの場（再掲）

○生きがいづくり



93
平成24年度を目途に市、国・県の関係団体、HICE、外国人コミュニティ、経済界、自治会などによる「多文化共生推進協議会」を設立し、様々な課
題解決に取り組むなど、多文化共生社会の実現をみんなで目指します。

94 多文化共生センターの活動を活発化し、日本人市民と外国人市民の交流を促進します。

95
産業観光や特産物、農業体験等のツーリズムを観光資源に結び付け、浜名湖観光圏を中心とした観光地のネットワーク化を図り、官民連携による
事業を推進します。

96 外国人観光客の誘客のため、国際コンベンションの誘致やインバウンド事業を積極的に展開し、観光交流人口の拡大を図ります。

○フラワーパーク、フルーツパークの再生

97
フラワーパークについては、浜名湖観光圏の活性化に資するため、花壇やイルミネーションの魅力を高めるなど花を楽しむ観光施設として再構築
を進め、平成26年度までに経営の健全化を目指します。

98
フルーツパークについては、平成23年度に民間による新法人を設立し、食と農を学び楽しむ食育の拠点施設として再生事業に取り組み、独立した
経営を目指します。

99
市民生活にユニバーサルデザインの理念を浸透させ、定着・実践につながる施策を中心とする新ユニバーサルデザイン計画(H24～H33)を策定し、
実行に移します。

100
「浜松国際ピアノコンクール」や「浜松吹奏楽大会」を実施するとともに、「ハママツジャズデイ」や「やらまいかミュ－ジックフェスティバル」など市民主
体による音楽イベントの実施を支援し、多彩な音楽文化を形成します。

101
「こどもミュージカル開催事業」や「こども音楽鑑賞教室開催事業」など子どもたちが文化芸術に親しみ、体験する機会を積極的に設け、文化を身近
に感じる環境づくりに努めます。

102 子どもたちが部活動で使用する吹奏楽楽器を充実し、音楽教育の環境整備を進めます。

103
都市ブランドとしての音楽文化の国内外への発信と交流を促進するため、「ユネスコ創造都市ネットワーク」に加盟し、魅力ある音楽文化を求めて
人々が集まる「音楽の都」づくりを進めます。

○「音楽の都」の推進

都市ブランドとしての音楽文化の国内外への発信と交流を促進し、「音楽の都」に向けたまちづくりを進めます。

風光明媚な浜名湖などの観光資源、全国ブランドとなっている各種産品、多彩な伝統文化などの有形無形の財産を生かし、本市の魅力を効果的に世界に発
信することで、都市の元気の源となる交流人口を拡大します。また、国籍を問わず、すべての市民が、地域経済や地域コミュニティにおいて持てる力を充分に
発揮できる多文化共生社会を実現します。

７．文化や自然を生かし、活力あふれるまちをつくります

「ユニバーサル環境都市・浜松」の実現に向けて、バリアフリー社会、共同参画社会、共生・共助社会、循環型社会、ユビキタス情報社会などの制度・仕組
みづくりに取り組みます。

フラワーパーク、フルーツパークの魅力を増進し、効率的な経営を実現するため、施設のあり方や管理経営手法の見直しをします。

○ユニバーサルデザイン社会の実現

浜名湖を中心とした多彩な地域資源やものづくり資源を生かした魅力ある観光地づくりを推進します。

日本人市民も外国人市民もお互いに認め合い、共にまちづくりを進める多文化共生社会を実現します。

○多文化共生社会の推進

○地域資源を活用した観光交流の推進



104
鴨江別館をアーティストの活動拠点機能や人と情報の交流の場としてのアートセンター機能、市民ギャラリー機能を有する施設として改修整備しま
す。

○民俗芸能など伝統文化の保存と継承

105 市民協働で伝統文化の保護・保存活動に取り組み、先人の業績や歴史・文化を継承するとともにひとつの浜松を醸成します。

106
セントラルパークである浜松城公園の中に、かつて存在した「天守門」「富士見櫓」などを復原し、歴史の発掘を通じて市民が誇ることのできる新た
な文化・観光資源の創出につなげます。

107
浜松城公園内に、創造的な新しいアート活動の拠点施設としての新美術館や多様な文化芸術活動を振興していくための文化センターの建設準備
をします。

○文化活動の拠点施設の整備

○浜松城公園の再生
浜松城公園を本市の歴史・文化のシンボル拠点として、歴史ゾーンや文化施設などの整備を行い、都心部のセントラルパークにふさわしい公園へ再生し
ます。

「ひよんどり・おくない」や「西浦の田楽」、「川合花の舞」、「横尾歌舞伎」など各地域のもつ貴重な文化遺産を未来にわたり長く伝えていきます。

視覚芸術を中心とした創造的文化芸術活動拠点施設の整備をします。



○市民協働によるまちづくり

108 市民への積極的な情報提供や市政参画の機会の充実に努め、市民からの市民協働に関する働きかけに積極的に対応します。

109 市民協働センターや地域の市民協働スペースなど市民活動団体の活動拠点を整備し、機能充実を図ります。

110
市民、市民協働団体、事業者、行政などの多様な主体が交流、連携できる機会をつくり、対等なパートナーシップのもとで、地域社会の課題解決に
取り組みます。

○自立した行財政運営

111 行革審は、今後も行財政運営の第三者によるチェック機関として設置を継続し、さらなる行財政改革を進めます。

112 市の政策や事業について、市民目線で評価を実施し、事業の妥当性や実施主体についての検証を行い、行政サービスの質の向上を図ります。

113 健全な財政を維持して総市債残高を削減（平成26年度末市債残高5,000億円未満）します。

114 遊休資産を売却・交換・貸付し、市民の財産を有効活用するとともに、売却益を活用して借地の解消を進めます。

115 既存施設を再編・リニューアルし、施設運営コストや建設コストのムダを省きます。

116
増加傾向にある市税、国保料などの滞納額を削減するため、口座振替の促進、特別徴収事業所の拡大などの滞納防止策の強化や新規滞納への
早期対応と差押など法的処分を中心とした滞納整理を徹底し、公平性の確保に努めます。

117
行政サービス水準の維持向上に十分配慮しながら、組織の見直しや事務事業の合理化、アウトソーシング等の活用などにより、300人を超える職
員数を削減します。

118 時間外勤務の縮減は、事務事業の見直しや業務の繁忙にあわせた応援体制の活用などにより、平成22年度実績の2割減を目指します。

119
毎年度、戦略計画の策定と外部評価・内部評価の実施、また、スプリングレビューやサマーレビューによって、P（計画）D（実行）C（評価）A（見直し）
サイクルを確立します。

120 これらの政策形成過程を公表することで、市民の皆様の市政への参画を推進します。

総合計画の推進に向けて、戦略計画による政策の選択と集中を着実に進めます。

徹底した行財政改革により、市民から信頼される行政経営を実現するとともに健全財政を維持し、自立した基礎自治体を目指します。

○戦略計画を核とした経営の仕組み（総合計画の推進）

豊かで活力ある市民主体の地域社会の実現に向けて、市民協働を推進するための環境整備を図ります。

市民協働で築く「未来へかがやく創造都市・浜松」の実現に向けて、自助（市民の役割）、共助(地域の役割）、公助（行政の役割）が有機的に結びついた市民
協働によるまちづくりを進めるとともに、限られた経営資源を有効活用し、自立した持続可能な財政運営を行い、市民の満足が得られるよう行政サービスを向
上します。

８．行革を進め、自立した市政運営を行います



121 区の再編に向けて十分な検討を行い、その過程を市民の皆様へわかりやすく情報公開し、住民投票条例の制定を目指します。

122 市民にわかりやすく、利用しやすい、簡素で機能的な市役所の組織体制を構築します。

123 縦割り行政を解消し、総合的な政策運営ができるよう部の数を1/4以上減らします。

124
市役所の情報システムは、既存システムの安定的な運用に努めるとともに、情報システム全体の将来像を明らかにするほか、国等が進める電子
自治体の取り組みやICTの利活用についての研究を進めます。

125
三遠南信地域基本計画などに基づき、「輸送用機器次世代技術産業」「健康・　医療産業」「新農業」「光エネルギー産業」の4つの分野を中心に新
産業の創出を図り、10年後の基幹産業化を目指します。

126 三遠南信地域で災害時における相互応援や浜松市消防ヘリコプターの遠距離救急搬送時の広域運用など、防災・医療連携を進めます。

127 西遠地域8市1町の首長会談を主催し、広域連携で地域の課題解決に取り組みます。

東三河、遠州、南信州地域の県境を越えた地域連携を通じて、広域連携による圏域の発展を目指します。

行政運営の効率化と市民サービスの維持向上を実現するため、行政区の再編や市役所運営体制の最適化を目指します。

○広域連携

○機能的な本庁、身近な区役所



マニフェストの
８つの戦略と
その内容

今後の取り組みに向けた
目的、考え方、実施内容
及び具体的な事業等

平成23年度から26年度 までの取組内容、
実施（達成）時期等、所要額（※その前後も含む）

検討・調整・準備
段階的な取組
実施（達成）時期        ●
実施後継続

事業を所管
する部・課名

23年度 24年度 25年度 26年度

工
程
表

金額

工
程
表

金額

○○部 ○○課

(2)

○○部

△△部

○○課

△△課

(1)

部名 課名
　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　       下段は、各年度の財政所要額（見込み）　　　　　　　　　　　　　　単位：百万円

一連
№

8つの
戦略 目的 実施内容小項目 項目

2

1 地
元
産
業
の
活
性
化
を
進
め
ま
す

≪表の見方（例）≫



マニフェスト工程表

23年度 24年度 25年度 26年度

・光電子技術に対する研
究開発費の助成

・成長分野に対する研究
開発費の助成拡充

金額 161 161 161 161

工
程
表

・「地域イノベーション戦
略推進協議会」の設置・
運営

・海外販路開拓補助金の
創設・実施

・「地域イノベーション戦
略推進協議会」の機能強
化、事業拡充

・海外販路開拓補助金の
実施

金額 35 35 35 35

工
程
表

・両組織の一体化に向け
た組織、機能、事業等の
検討

・両組織の一体化（新財
団の設立）

・総合的産業支援機関と
して産業振興事業の充
実

金額 204 204 204 204

工
程
表

・基本構想の策定 ・基本計画の策定 ・地質調査、基本設計 ・実施設計

金額 5 10 10

2
産学官の連携強
化による新事業や
新産業の創出

(2)

(1)
中小企業のイノ
ベーションの促進

地
元
産
業
の
活
性
化
を
進
め
ま
す

3

一連
№

1

・光・電子技術をコアとして、次世代輸送用機
器、健康医療、新農業の新産業４分野の基幹
産業化を図るため、浜松・東三河地域の産学
官による「地域イノベーション戦略推進協議
会」を設置し、技術開発支援や人材育成に取
り組む。

・新興国市場など海外への販路開拓等を支援
する助成制度を平成23年度に創設し、実施・
拡充を図る。

地域の産学官が
一丸となって、輸
送用機器に次ぐ新
たなリーディング
産業の創出を図
る。

8つの
戦略

小項目 項目 実施内容目的

・光電子技術を対象に新事業、新製品の開発
を支援する事業化開発費補助金について、新
たなリーディング産業の創出が期待できる次世
代輸送用機器や健康医療、環境エネルギー
等の成長分野に対象を拡大する。

中小企業の競争
力の強化を図る。

課名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　下段は、各年度の財政所要額（見込み）　　　　　　　　　　　　　　　　単位：百万円

産業振
興課

産業部
産業振
興課

産業部

部名

・「地域イノベーション戦略推進協議会」事業の推進

・海外販路開拓補助金の拡充・実施

・成長分野に対する研究開発費の助成

産業振
興課

(3) 産業部
産業振
興課

新産業展示館の
建設準備

(4)

国際見本市等の
大型展示会が開
催可能な新たな施
設の整備を目指
す。

・「財団法人浜松地域テクノポリス推進機構」の
公益財団法人化に合せて、同財団と「はままつ
産業創造センター」を一体化するとともに、地
域の中核的かつ総合的な産業支援機関として
の機能の充実を図る。

地域の総合的な
産業支援機関を
創設し、産業支援
の充実を図る。

「はままつ産業創
造センター」と「浜
松地域テクノポリス
推進機構」との一
体化

・「新産業展示館」の建設に向け、機能、規模、
構造、仕様等の整備レベルや事業手法等を検
討し、「基本構想」等を策定する。

産業部4

・総合的産業支援機関として産業振興事業の実施

1



マニフェスト工程表

23年度 24年度 25年度 26年度一連
№

8つの
戦略

小項目 項目 実施内容目的 課名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　下段は、各年度の財政所要額（見込み）　　　　　　　　　　　　　　　　単位：百万円

部名

工
程
表

・トップセールスによる企
業立地の推進

・トップセールスによる企
業立地の推進

・都田地区工場用地に成
長分野の拠点工場誘致

金額 3,639 2,660 3,037 1,037

工
程
表

・企業立地の推進
(目標：企業立地件数
累計  130件）

・企業立地の推進
(目標：企業立地件数
累計 160件）

・企業立地の推進
(目標：企業立地件数
累計  180件）

・企業立地の推進
(目標：企業立地件数
累計  200件）

金額 3,639 2,660 3,037 1,037

工
程
表

 ・国・県事業等への事業
認定(4件)

 ・国・県事業等への事業
認定(4件)

 ・国・県事業等への事業
認定(4件)

 ・国・県事業等への事業
認定(4件)

金額 21 1 1 1

工
程
表

・認定農業者の育成
(目標認定農業者数
1,250経営体)

・市内外の企業等の農業
参入を支援
(企業等の農業参入件数
5件)

・認定農業者の育成
(目標認定農業者数
1,275経営体)

・市内外の企業等の農業
参入を支援
(企業等の農業参入件数
10件)

・認定農業者の育成
(目標認定農業者数
1,300経営体)

・市内外の企業等の農業
参入を支援
(企業等の農業参入件数
15件　3ヵ年計30件)

・認定農業者の育成
(目標認定農業者数
1,325経営体)

金額 4 4 4

5 (5)

産業振
興課

トップセールスによ
る企業誘致

市長自らが産業ポ
テンシャルを国内
外に発信すること
で、新たな産業の
創出・集積を目指
す。

・輸送用機器関連産業や光・電子技術関連産
業の集積がある本市の強みを積極的に発信
し、市長自らも企業訪問を行うなどして、都田
地区工場用地に成長分野の拠点工場誘致を
目指す。なお、企業を誘致する新しい土地の
開発についても進めていく。

産業部
産業振
興課

戦略的な企業誘
致

・企業立地支援事業費補助金の補助対象とな
る設備投資費の下限の大幅な引き下げを行う
ことで、中小企業の立地促進、成長分野への
転換を支援する。
(企業立地件数：累計200件(平成26年度目標))

成長分野をター
ゲットに戦略的な
企業誘致を進める
ことで、新たな産
業の創出・集積を
目指す。

7 (7)

経営感覚に優れ
た先進的農業者を
育成するとともに、
企業等の農業分
野への新規参入
を推進することに
より、力強い農業
ビジネスを確立さ
せる。

産業部6 (6)
地
元
産
業
の
活
性
化
を
進
め
ま
す

農林水産業の６次産業化に向けた取り組みを
推進する。

　・６次産業化の推進に係る国・県事業等への
　事業認定を支援する。(H23～H26：16件)
　・市単独事業としてアグリビジネスセミナーを
　開催し、事業者間のマッチングを図るなど、
　農工商の連携を進める。
　・地域登録商標の取得支援などにより、農林
　水産物のブランド力を強化する。

農林水産業の6次
産業化

農林水産業の6次
産業化を進め、新
たな市場・付加価
値を創出する。

8 (8)

先進的農業者の
育成及び企業の
農業分野への新
規参入の促進

・浜松市農業振興基本計画にのっとり、経営改
善指導などの施策を着実に実施し、認定農業
者を育成し、1,325経営体とする(現在1,229経
営体)。

・企業の農業参入モデル地区の設定及びアク
ションプランの策定・実施などにより、市内外の
企業等の農業参入の促進を支援し、平成25年
までの3ヵ年で企業参入件数を30件とする。

産業部

農林水
産政策

課

農林業
振興課

産業部
農林業
振興課

・アグリビジネスセミナー、農商工連携フォーラムの開催(H23～H26)
・海外販路開拓支援及び地域ブランド化支援を実施(H23～H26)
・ＦＳＣ材の物流・商流システムの構築の推進(H23～H26)

・企業立地支援事業の拡充(H23～H26)

・トップセールスによる企業立地の推進

2



マニフェスト工程表

23年度 24年度 25年度 26年度一連
№

8つの
戦略

小項目 項目 実施内容目的 課名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　下段は、各年度の財政所要額（見込み）　　　　　　　　　　　　　　　　単位：百万円

部名

工
程
表

・原木供給センター機能
の確立
・高性能林業機械の導入

・低コスト林業推進事業

・木材加工・流通施設整
備

・高性能林業機械の導入
　
・低コスト林業推進事業

金額 633

工
程
表

・天竜材の家百年住居る
助成事業（助成棟数250
棟）
・木製学童机のモデル導
入（210セット）
・公共部門への地域材の
活用

金額 93 93 93 93

工
程
表

  ・産地協議会の立ち上
げ
  ・村櫛漁港の機能保全
計画の作成

・産地協議会の施設整備
計画の作成

・産地協議会の施設整備
設計

・村櫛漁港の荷捌き所等
の施設整備

金額 14 12 12 12

工
程
表

・施設整備事業による定
員増(150人)

・施設整備事業による定
員増(50人)

・施設整備事業による定
員増(60人)

・施設整備事業による定
員増(60人)

金額 398 120 120 120

民間保育所の改
築等にあわせて毎
年度2施設50人以
上の定員増を行
い、待機児童を解
消する。

持続可能な林業
経営の実現

ＦＳＣ森林認証を
活用し、天竜材の
利用促進を図る。

地
元
産
業
の
活
性
化
を
進
め
ま
す

こ
ど
も
第
一
主
義
を
進
め
ま
す

産業部
農林水
産政策

課

産業部

農林水
産政策

課
　
農林業
振興課

9 (9)

・原木供給センター機能の確立

・事業者による高性能林業機械の導入や作業
道整備へ助成し、低コスト林業の確立を目指
す。

・事業者による木材加工・流通施設整備へ助
成し、地域材の有効活用を図る。

10 (10)
天竜材の需要拡
大

・市内で地域材を一定量以上使用し建築した
住宅施工者に対し、建築費の一部を助成（年
間250棟、H23～H26：1,000棟）。

・ＦＳＣ認証の木製学童机・椅子を小学校にモ
デル導入する（年間210セット、H23～H26：840
セット）。

・公共的な場所への地域材活用を進める
（4,000㎥／H23～H26）。

原木供給センター
機能の確立及び
木材加工施設整
備により、安定供
給体制を整備し、
高性能林業機械
の導入による低コ
スト林業を推進す
る。

産業部
農林水
産政策

課

12 (1) 保育所の充実
・民間保育所の新設、認定こども園の設置を進
めるとともに、既存保育所の改築に合わせた定
員増を行う。(H23～H26：8施設200人以上増)

こども家
庭部

保育課

11 (11)

・漁業協同組合による種苗放流事業を支援す
る。

・村櫛漁港は産地協議会を設置し、荷捌き所
等の漁港の施設整備について協議し、実施す
るとともに、長寿命化のための機能保全事業を
実施する。

・舞阪漁港は県へ岸壁改良等要望し、整備を
進める。

水産資源の保護・
育成及び舞阪・村
櫛漁港の施設整
備

豊富な水産資源を
保護・育成し、施
設整備を進め、水
産業の振興を図
る。

・低コスト林業推進事業の実施継続

・漁業協同組合による種苗放流事業への支援(H23～H26)

・村櫛漁港の機能保全事業の実施(H24～H26)

・天竜材の家百年住居る助成事業（助成棟数各年250棟）(～H26)

・木製学童机導入の検証、年次更新（各年210セット）(～H26)

・公共部門への地域材の活用(～H26)

 ・舞阪漁港整備の県への要望、県による実施(H23～H26)

3



マニフェスト工程表

23年度 24年度 25年度 26年度一連
№

8つの
戦略

小項目 項目 実施内容目的 課名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　下段は、各年度の財政所要額（見込み）　　　　　　　　　　　　　　　　単位：百万円

部名

工
程
表

金額 132 136 140 144

工
程
表

・施設整備による定員増
(3箇所、定員120人増)

・施設整備による定員増
(3箇所、定員100人増)

・施設整備による定員増
(3箇所、定員90人増)

・施設整備による定員増
(2箇所、定員70人増)

金額 158 111 68 90

工
程
表

保育園親子ひろば及び子
育て支援ひろば等に再編・
実施
・保育園親子ひろば
(65箇所)
・子育て支援ひろば
(16箇所)
・中山間地域親子ひろば
(4箇所)　　　　　計85箇所

前年度実績を検証、新た
な取り組みについて検討

・保育園親子ひろば
(3箇所増)
・子育て支援ひろば
(1箇所増)　　　計89箇所

・子育て支援ひろば
(1箇所増)

　　　　　　　　　計90箇所

金額 156 165 170 205

工
程
表

・図書購入費配分による
児童用の調べ学習用図
書の購入

金額 103 103 103 103

放課後児童会を
11施設増設、380
人の定員増を行
い、保護者会（父
母会や育成会）等
との連携により運
営する。

認証保育所利用
者への助成制度
の創設

こ
ど
も
第
一
主
義
を
進
め
ま
す

絵本や児童図書
を充実させ、子ど
もの読書環境を整
備する。

・認証保育所を利用する3歳未満の児童の保
護者に対し、月額2万円を上限に助成する。

認証保育所（浜松
市が認めた認可
外保育所）を利用
する保護者に対し
助成をすることで、
利用促進と待機児
童の解消を図る。

こども家
庭部

保育課

14 (3)
放課後児童会の
充実

・地域の実情を考慮し、緊急性の高い箇所を
優先して整備を行うとともに、保護者や保護者
会等と協力、連携し運営されるよう支援を行う。
(11施設増設、380人の定員増)

こども家
庭部

次世代
育成課

13 (2)

こども家
庭部

保育課

子育て
支援課

16 (5)
「こども図書館」の
設置

・平成23年度は、児童図書、主に調べ学習用
図書を購入する。

・平成24年度以降は、「こども図書館」整備充
実事業として、量的・質的に充実した絵本と児
童書の購入を促進する。
(H24～H26、児童図書6万冊購入)

市民部
中央図
書館

15 (4)

・保育園親子ひろば及び子育て支援ひろばを
90か所に再編するとともに、発達障害等に関
する専門知識のある職員配置を促し、発達障
害児等の受け入れ体制の充実を図る。

地域子育て支援
センター及び子育
て広場の再編、拡
充

子育てしやすい環
境を整備し、市民
同士、地域ぐるみ
で子育て支援がで
きる環境整備を図
る。

・3歳未満児の保護者に対し、月額上限2万円の助成を実施

・保護者・保護者会との連携による運営(H23～H26)

・子育て支援ひろば(12会場)に発達障害等に関する専門知識のある職員を配置 ・職員配置の見直
し

・各年2万冊の新規児童図書購入(H24～H26)

4



マニフェスト工程表

23年度 24年度 25年度 26年度一連
№

8つの
戦略

小項目 項目 実施内容目的 課名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　下段は、各年度の財政所要額（見込み）　　　　　　　　　　　　　　　　単位：百万円

部名

工
程
表

 ・小学校道徳用教材の
制作、学校への配架
 ・愛護センター基本構
想・計画策定

・愛護センター基本・実
施計画策定

・愛護センター整備工
事・運用開始

・愛護センターの運営

金額 4 2 0 0

工
程
表

・運営方法等について検
討し、方針を決定

・運営委員会等の設置及
び運営方法等について
検討
・市民へのPR、ボランティ
ア等の募集

・試行実施

・本格実施

・実施可能な団体の追加
募集を実施

・実施可能な団体の追加
募集を実施

金額

工
程
表

・「子どものこころの診療
所」の新設

・「発達相談支援セン
タールピロ」の非常勤職
員（1名増）の配置

金額 41 90 90 90

工
程
表

・児童デイサービス
（Ⅰ型）の整備　1箇所

・発達支援広場事業
（施設型）2会場の実施

・児童デイサービス
（Ⅰ型）の整備　1箇所

・児童デイサービス
（Ⅰ型）の整備　1箇所

・児童デイサービス
（Ⅰ型）の整備　1箇所

金額 112 11 35 11

こ
ど
も
第
一
主
義
を
進
め
ま
す

子どもたちが地域
社会の中で、心豊
かで健やかに育ま
れる環境づくりを
推進する。

・現在動物園において年24回開催している「地
球の生命（いのち）の教室」、出前講座を、平
成25年度開設予定の愛護センターにおいて拡
充、実施する。

愛護センターへの
「いのちの教室」の
拡充設置

動物を通して「生
命の大切さ、尊さ」
を伝える教育活動
を実施し、「命を大
切にするまちづく
り」「動物を愛する
まち浜松」を目指
す。

都市整
備部

健康福
祉部

動物園

生活衛
生課

18 (7)

市民協働による
「放課後の子ども
たちの居場所」づ
くりの推進

・安全・安心な活動場所、人材の確保等、運営
方法・環境整備について検討・準備を進め、平
成25年度に本格実施する。

こども家
庭部

市民部

次世代
育成課

市民協
働・地域
政策課

17 (6)

こども家
庭部

健康福
祉部

子育て
支援課

障害福
祉課

20 (9)
児童デイサービス
（Ⅰ型）及び発達
支援広場の充実

・必要な場所を検証し、平成26年度までに児
童デイサービスⅠ型を4か所整備する。

・発達支援広場について、広場事業(センター
型)に加え、親子支援事業(施設型)を実施する
(3箇所)。

こども家
庭部

健康福
祉部

子育て
支援課

障害福
祉課

19 (8)

・新たに発達障がい児を診療することができる
診療所を平成23年9月から設置する。

・発達相談支援センター（ルピロ）の相談体制
強化として、平成23年度配置職員を1名増員
する。

発達障害施設の
充実

発達障がい児へ
の診療体制の強
化を図るとともに、
発達相談支援セ
ンターの相談機能
を充実させる。

地域バランスに配
慮して施設配置を
し、必要な早期療
育を実施してい
く。

・「子どものこころの診療所」の運営

　
・「発達相談支援センタールピロ」運営

・「地球の生命（いのち）の教室」の教育プログラム
製作
・動物園における「地球の生命（いのち）の教室」の
実施(年間24回（参加予定人数1000人）)

・発達支援広場事業（施設型）3会場の実施(H24～H26)

・「地球の生命（いのち）の教室」の拡充・実施

5



マニフェスト工程表

23年度 24年度 25年度 26年度一連
№

8つの
戦略

小項目 項目 実施内容目的 課名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　下段は、各年度の財政所要額（見込み）　　　　　　　　　　　　　　　　単位：百万円

部名

工
程
表

・発達障がいのある子ど
もの相談支援体制の充
実(指導主事、幼稚園教
諭、保育士各１名を配置)

・発達障がいのある子ど
もの相談支援体制の充
実(社会福祉士等１名を
配置)

・発達障がいのある子ど
もの相談支援体制の充
実
　
・ワンストップ対応の相談
窓口4箇所設置

・発達障がいのある子ど
もの相談支援体制の充
実
　
・ワンストップ対応の相談
窓口を3箇所増(計7箇所)

金額

工
程
表

 ・「発達支援の部屋」(モ
デル事業)可美幼稚園で
の開設、評価・検証

・モデル事業の評価・検
証、開設準備(1～2園)

・「発達支援の部屋」拡大
(1～2園増)

・「発達支援の部屋」拡大
(1～2園増)

金額 5 6 5 5

工
程
表

・併行通園児サポート事
業の実施（根洗学園1箇
所で実施）

金額 23

工
程
表

・小学1年生の30人学級
編制に向けた検討(課題
の抽出、計画の策定等)

・小学2年生の30人学級
編制は、国の動向(35人
学級編制の制度化)を踏
まえ検討

･小学1年生の30人学級
編制導入に向けた準備
（施設整備等）

・小学2年生の30人編制
は国の動向を踏まえ検討

・小学1年生の30人学級
編制の導入(講師の配置)

・小学2年生は国の動向
により30人（35人）学級編
制に向け準備(施設整備
等)

・小学1年生の30人学級
編制の実施（講師の配
置）

・小学2年生の30人（35
人）学級編制の実施（講
師の配置）

金額 34 132 190

園内体制のもとで
発達支援教育を
推進する。

こ
ど
も
第
一
主
義
を
進
め
ま
す

・平成23年度から順次子育て支援課に指導主
事、幼稚園教諭、保育士、社会福祉士等を配
置するとともに、全区役所にワンストップで相談
できる相談窓口を設置する。

発達障害に関する
相談支援体制の
充実

発達障がいのある
子どもの乳幼児期
から就学、成人期
に至るまでの相談
支援体制を整備
し、自立した社会
生活が送れるよう
にする。

こども家
庭部

子育て
支援課

22 (11)

市立幼稚園の通
常学級における障
がいのある園児へ
の個別支援

・平成23年度より可美幼稚園において、「発達
支援の部屋」をモデル事業として実施、評価検
証し、増設を推進する。

学校教
育部

指導課

教職員
課

21 (10)

健康福
祉部

障害福
祉課

24 (13)
小学一年・二年の
30人学級編制

・小学1・2年生について、30人学級編制を実施
する。なお、小学2年生については、国の35人
学級編制の制度化後に実施する。

・施設的な課題(教室不足)で30人学級編制が
導入できない学校については、少人数指導充
実のための講師を配置する。

学校教
育部

教育総
務課

学校施
設課

教職員
課

23 (12)

・療育機関の職員が月１回程度幼稚園等へ訪
問し、療育機関が作成する個別支援計画を共
有することで、一貫した療育支援を行ってい
く。

幼稚園等と療育機
関との併行通園に
おける専門職員に
よる障がい児保育
の支援

療育機関の個別
支援計画を幼稚
園等と共有するこ
とで、一人ひとりの
子どもに対し一貫
した支援を行い、
療育の効果を高め
る。

教師が児童一人
一人にしっかりと
向き合える教育環
境を構築し、きめ
細かな指導を行
う。

・発達支援が必要な幼児の在園状況、保護者ニーズの把握(H23～H26)

・併行通園児サポート事業の実施
                          （根洗学園、発達医療総合福祉センター2箇所で実施）

6



マニフェスト工程表

23年度 24年度 25年度 26年度一連
№

8つの
戦略

小項目 項目 実施内容目的 課名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　下段は、各年度の財政所要額（見込み）　　　　　　　　　　　　　　　　単位：百万円

部名

工
程
表

・各中学校区で「目指す子
どもの姿」に向けた取組を
開始
・小中一貫教育のカリキュラ
ム作成
・小中一貫校の設置に向け
た施設整備、準備、検討
（引佐北部中、庄内中、中
部中校区）

・各学校は小中一貫校及び
他校の小中一貫教育の活
動を参考に、取組充実
・引佐北部中校区（引佐北
部小・引佐北部中）の小中
一貫校開設
・小中一貫校の設置に向け
た施設整備、準備、検討
（庄内中、中部中校区）

・小中一貫教育、小中一貫
校について検証

・小中一貫校の設置に向け
た施設整備、準備、検討
（庄内中、中部中校区）

・小中一貫教育の検証結果
を踏まえ、必要な見直し実
施
・庄内中校区（北庄内小、
南庄内小・庄内中）の小中
一貫校開設
・小中一貫校の設置に向け
た施設整備、準備、検討
（中部中校区）

金額 187 505 754

工
程
表

・プログラムの作成
・ダヴィンチキッズの実施
（参加人数　13人）

・外国語・音楽・美術・IT
分野を視野に入れた新
プログラム作成に向けた
調整

・プログラムの改善
・ダヴィンチキッズの実施
（参加人数　13人）

・外国語・音楽・美術・IT
分野を視野に入れた新
プログラム作成に向けた
調整

・プログラムの改善
・ダヴィンチキッズの実施
（参加人数　15人）

・新・プログラムへの拡大

・新・ダヴィンチキッズの
実施（参加人数　15人）

・新・プログラムの改善

金額 1 1 1.5 1.5

工
程
表

・科学技術振興機構から
の委託事業による小学校
への理科支援員配置
(37校)
・理科特別講師の派遣
（年間50回）
・市独自の理科カリキュラ
ムの作成、実施

・市単独事業による小学
校への理科支援員配置
(35校)

・理科特別講師の派遣
（年間50回）
・市独自の理科カリキュラ
ムの検証、拡充

・市単独事業による小学
校への理科支援員配置
(70校)

・理科特別講師の派遣
（年間50回）
・市独自の理科カリキュラ
ムの検証、拡充

・市単独事業による小学
校への理科支援員配置
(全校(107校))

・理科特別講師の派遣
（年間50回）
・市独自の理科カリキュラ
ムの検証、拡充

金額 16 16 16 16

工
程
表

・不就学家庭への訪問調査
実施
・実態把握及び不就学理由
の分析
・きめ細かな支援による不
就学の解消
・新たな支援策の検討及び
不就学を生まない仕組みの
試行

・支援策の検討、不就学を
生まない仕組みの試行・検
証

・浜松モデルとしてのスキー
ムの確立と全国への発信

金額 49

・市単独事業として理科支援員の配置を進め
る。(平成27年度までに全校配置(小学校(5･6
年生)107校、中学校49校)(1学級の年間時間
数　80時間))

・「浜松ＲＡＩＮ房」を活用して、理科特別講師
の派遣、市独自の理科カリキュラムの作成・実
施・検証・拡充をする。

産学官が連携しな
がら、理数・外国
語・音楽・美術に
係る才能豊かな子
どもを育てる。

外国人の子どもた
ちの不就学を解消
し、多文化共生社
会の一員としてふ
さわしい人材の育
成を図る。

小中一貫教育の
推進

「9年間の学びと育
ちをつなぐ小中一
貫教育」を推進す
る。

こ
ど
も
第
一
主
義
を
進
め
ま
す 理科教育の拡充

市単独事業として
理科支援員を配
置し、企業や大学
等の協力による理
科特別講師派遣
や市独自の理科
カリキュラムの充実
を図る。

４８中学校区で、小中９年間の学びと育ちをつ
なぐ教育を実施する。

 ・「目指す子どもの姿」に向けた取組
 ・小中一貫教育のカリキュラム作成、実施
 ・小中一貫校の設置

学校教
育部

教育総
務課

学校施
設課

指導課

26 (15)

理数、外国語、音
楽、美術などの課
外特別講座の創
設

 「浜松RAIN房」では理科・ものづくりに関する
教育支援事業の継続により、平成23年度に理
数・ものづくりに係る才能豊かな子どもを育成
するためのプログラム（ダヴィンチキッズプログ
ラム）を先行的に確立させる。
　それと併行し、外国語や音楽、美術、IT分野
を視野に入れたプログラムの確立に向け、関
係各部（企画調整部・市民部・産業部・学校教
育部）が調整を進め、才能豊かな子どもを育む
ための「課外特別講座プロジェクト」の創設を
目指す。

企画調
整部

市民部

産業部

学校教
育部

企画課
情報政
策課

文化政
策課

美術館
産業振
興課

指導課

25 (14)

学校教
育部

指導課

28 (17)
外国人児童生徒
の不就学の解消

・平成23年度から3年計画で将来にわたり不就
学を生まない、全国のモデルとなる仕組みを確
立する。

企画調
整部

国際課

27 (16)

・定期的な異動状況調査実施や不就学者
リストの更新。

・きめ細やかな支援による不就学の解消。

7



マニフェスト工程表

23年度 24年度 25年度 26年度一連
№

8つの
戦略

小項目 項目 実施内容目的 課名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　下段は、各年度の財政所要額（見込み）　　　　　　　　　　　　　　　　単位：百万円

部名

工
程
表

・1箇所開設(浜北区)

・整備のあり方について
の検証

・1箇所開設

金額

工
程
表

・地域高齢者実態調査

・緊急医療情報キット配
布

・実態調査にともなうシス
テム改修

 ・見守り・支援ネットワー
クの基盤整備と立ち上げ

金額 25 3 3 3

工
程
表

・日常生活圏域と地域包
括支援センターの担当区
域の見直し

・地域包括支援センター
の受託先の調整

・地域包括支援センター
の増設(中区2箇所)

・地域包括支援センター
の増設(西区1箇所、浜北
区1箇所)

・地域包括支援センター
の増設(南区1箇所)

金額 18 35 51

工
程
表

保育園親子ひろば及び子
育て支援ひろば等に再編・
実施
・保育園親子ひろば
(65箇所)
・子育て支援ひろば
(16箇所)
・中山間地域親子ひろば
(4箇所)　　　　　計85箇所

前年度実績を検証、新た
な取り組みについて検討

・保育園親子ひろば
(3箇所増)
・子育て支援ひろば
(1箇所増)　　　計89箇所

・子育て支援ひろば
(1箇所増)

　　　　　　　　　計90箇所

金額 156 165 170 205

・高齢者介護施設と保育所の併設施設の整備
を図る。

・次期高齢者保健福祉計画(平成24年度～平
成26年度)において、高齢者人口10,000人以
上を担当する地域包括支援センターが設置さ
れている区を見直し、5箇所の増設を図る。

ひとり暮らし高齢
者や高齢者世帯
の実態把握を行う
とともに、必要な情
報を関係支援機
関等と共有するこ
とで、個々の実態
に応じた見守り・
支援活動の充実
に取り組む。

安
全
と
安
心
を
人
か
ら
人
へ
つ
な
げ
ま
す

高齢者介護施設と
保育園の併設の
促進

交流の環境整備と
ともに、普段から
子どもと高齢者と
がふれあい、交流
することで、思い
やりの心を育くむ。

こ
ど
も
第
一
主
義
を
進
め
ま
す

こども家
庭部

健康福
祉部

保育課

高齢者
福祉課

30 (1)
地域支援ネット
ワークの構築

・次期高齢者保健福祉計画（平成24年度～平
成26年度）の中で、地域包括支援センターを
核とした見守り・支援ネットワークづくりを進め、
支援活動を実施する。

健康福
祉部

高齢者
福祉課

29 (18)

健康福
祉部

高齢者
福祉課

32 (3)

地域子育て支援
センター及び子育
て広場の再編、拡
充

・保育園親子ひろば及び子育て支援ひろばを
90か所に再編するとともに、発達障害等に関
する専門知識のある職員配置を促し、発達障
害児等の受け入れ体制の充実を図る。

こども家
庭部

保育課

子育て
支援課

31 (2)
地域包括支援セ
ンターの充実

地域包括支援セ
ンターを増設し、
高齢者のための相
談支援体制の拡
充を図る。

子育てしやすい環
境を整備し、市民
同士、地域ぐるみ
で子育て支援がで
きる環境整備を図
る。

・地域高齢者実態調査（追加、更新）（H24～H26）

・見守り・支援活動（H24～H26）

・子育て支援ひろば(12会場)に発達障害等に関する専門知識のある職員を配置 ・職員配置の見直
し

8



マニフェスト工程表

23年度 24年度 25年度 26年度一連
№

8つの
戦略

小項目 項目 実施内容目的 課名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　下段は、各年度の財政所要額（見込み）　　　　　　　　　　　　　　　　単位：百万円

部名

工
程
表

・運営方法等について検
討し、方針を決定

・運営委員会等の設置及
び運営方法等について
検討
・市民へのPR、ボランティ
ア等の募集

・試行実施

・本格実施

・実施可能な団体の追加
募集を実施

・実施可能な団体の追加
募集を実施

金額

工
程
表

・特別養護老人ホーム増
床
(308床)

・特別養護老人ホーム増
床
(200床)

・特別養護老人ホーム増
床
(200床)

・特別養護老人ホーム増
床
(200床)

金額 1,040 337 337 337

工
程
表

・介護老人保健施設整備
による増床
(2施設（160床))

・介護老人保健施設整備
による増床
(1施設(100床))

・介護老人保健施設整備
による増床
(1施設(100床))

・介護老人保健施設整備
による増床
(1施設(100床))

金額

工
程
表

・グループホーム、ケア
ホームの整備
(2箇所)

・グループホーム、ケア
ホームの整備
(3箇所)

・グループホーム、ケア
ホームの整備
(3箇所)

・グループホーム、ケア
ホームの整備
(4箇所)

金額 46 82 82 82

・平成26年度までに400人以上の施設定員の
増加を図る。

地域バランスや通
所施設への交通
の利便性等を配
慮した施設配置と
し、12施設新設
し、80人以上の定
員増を図る。

在宅生活への復
帰を目指す方が、
速やかに介護老
人保健施設に入
所できるように、毎
年度100人以上の
施設定員の増加
を図る。

要介護4・5の方
が、速やかに特別
養護老人ホームに
入所できるように、
毎年度200人以上
の施設定員の増
加を図る。

子どもたちが地域
社会の中で、心豊
かで健やかに育ま
れる環境づくりを
推進する。

市民協働による
「放課後の子ども
たちの居場所」づ
くりの推進

老人保健施設の
充実

・安全・安心な活動場所、人材の確保等、運営
方法・環境整備について検討・準備を進め、平
成25年度に本格実施する。

こども家
庭部

市民部

次世代
育成課

市民協
働・地域
政策課

34 (5)
特別養護老人
ホームの充実

・平成26年度までに800人以上の施設定員の
増加を図る。

健康福
祉部

高齢者
福祉課

33 (4)

介護保
険課

36 (7)
障がい者のグルー
プホーム、ケア
ホームの充実

・障がいのある方の居住の場に対するニーズ
の検証と地域バランス等を考慮し、平成26年
度までにグループホーム、ケアホームを12箇所
（80人分）整備する。

健康福
祉部

障害福
祉課

35 (6)

安
全
と
安
心
を
人
か
ら
人
へ
つ
な
げ
ま
す

健康福
祉部

9



マニフェスト工程表

23年度 24年度 25年度 26年度一連
№

8つの
戦略

小項目 項目 実施内容目的 課名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　下段は、各年度の財政所要額（見込み）　　　　　　　　　　　　　　　　単位：百万円

部名

工
程
表

・小規模多機能型居宅介
護施設増設
(2箇所)

・小規模多機能型居宅介
護施設増設
(4箇所)

・小規模多機能型居宅介
護施設増設
(3箇所)

・小規模多機能型居宅介
護施設増設
(2箇所)

金額 37 72 54 36

工
程
表

・認知症対応型共同生活
介護施設(グループホー
ム)増設
(2箇所)

・認知症対応型共同生活
介護施設(グループホー
ム)増設
(4箇所)

・認知症対応型共同生活
介護施設(グループホー
ム)増設
(3箇所)

・認知症対応型共同生活
介護施設(グループホー
ム)増設
(1箇所)

金額 51 72 54 18

工
程
表

・認知症対応型通所介護
施設(認知症対応型デイ
サービス)増設
(5箇所)

・認知症対応型通所介護
施設(認知症対応型デイ
サービス)増設
(4箇所)

・認知症対応型通所介護
施設(認知症対応型デイ
サービス)増設
(4箇所)

・認知症対応型通所介護
施設(認知症対応型デイ
サービス)増設
(3箇所)

金額 13 52 52 39

工
程
表

・地域密着型特定施設増
設
(1箇所)

・地域密着型特定施設増
設
(1箇所)

・地域密着型特定施設増
設
(1箇所)

・地域密着型特定施設増
設
(2箇所)

金額 133

少人数での共同
生活を希望する認
知症の方が、グ
ループホームを速
やかに利用できる
ように、10施設の
増設を図る。

住み慣れた地域
で暮らし続けること
を望んでいる方
が、速やかに小規
模多機能型居宅
介護施設を利用
できるように、11施
設の増設を図る。

安
全
と
安
心
を
人
か
ら
人
へ
つ
な
げ
ま
す

小規模多機能型
居宅介護施設の
充実

(8)

(10)

健康福
祉部

介護保
険課

38 (9)

認知症対応型共
同生活介護施設
（グループホーム）
の充実

・平成26年度までに10施設の増設を図る。
健康福
祉部

介護保
険課

37 ・平成26年度までに11施設の増設を図る。

健康福
祉部

介護保
険課

40 (11)
特定施設入居者
生活介護施設の
充実

・平成26年度までに5施設の増設を図る。
健康福
祉部

介護保
険課

39 ・平成26年度までに16施設の増設を図る。

認知症対応型通
所介護施設（認知
症対応型デイサー
ビス）の充実

通所サービスを希
望する認知症の方
が、速やかに認知
症対応型デイサー
ビスを利用できる
ように、16施設の
増設を図る。

介護サービスの提
供を受けながら自
立した生活を送る
ことを望む方が、
速やかに地域密
着型特定施設を
利用できるように、
5施設の増設を図
る。

10



マニフェスト工程表

23年度 24年度 25年度 26年度一連
№

8つの
戦略

小項目 項目 実施内容目的 課名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　下段は、各年度の財政所要額（見込み）　　　　　　　　　　　　　　　　単位：百万円

部名

工
程
表

・地域密着型介護老人福
祉施設増設
(2箇所)

・地域密着型介護老人福
祉施設増設
(1箇所)

・地域密着型介護老人福
祉施設増設
(2箇所)

・地域密着型介護老人福
祉施設増設
(3箇所)

金額 266 43 86 129

工
程
表

・モデル事業（引佐・三ヶ
日）の検証

・遊休スペースの調査及
び設置可能施設の抽出

・利用可能時間、機能等
の調整

・各地域自治センター内
に市民協働コーナーを
新規に5箇所設置

・公民館内の設置につい
て検討

金額

工
程
表

・入野公民館改修工事

・蒲公民館,五島公民館,
南部公民館エレベー
ター設置

・公民館の空調改修等

・入野公民館改修工事

・空調改修等

・公民館1館の改修工事

・空調改修等

・公民館1館の改修工事

・空調改修等

金額 302 236 716 668

工
程
表

・（仮称）自治会活動ハン
ドブックの作成

金額

・市民協働コーナー（7箇所）維持管理

・公民館の内、可能な施設から設置

市民活動団体の
活動拠点を整備
し、市民活動の活
性化を図る。

一層の地域コミュ
ニティの活性化に
よる地域力の向上
を図る。

安
全
と
安
心
を
人
か
ら
人
へ
つ
な
げ
ま
す

介護老人福祉施
設入所者生活介
護施設の充実

・平成26年度までに8施設232床の整備を進め
る。

地域密着型の特
別養護老人ホーム
への入所を希望
する方が、速やか
に入所できるよう
に、8施設の増設
を図る。

健康福
祉部

介護保
険課

42 (13)
公共施設への市
民協働コーナーの
設置

・平成22年に一部地域で実施しているモデル
事業を検証し、平成24年度に地域自治セン
ターでの開設を進める。

市民部
市民協
働・地域
政策課

41 (12)

市民部
生涯学
習課

自治会役員のた
めの研修会の実
施

・自治会が必要とするノウハウに関する調査検
討を進め、平成23年度中に(仮称）自治会活動
ハンドブックを作成するとともに、平成24年度か
らは自治会活動の研修会を開催する。

市民部
市民協
働・地域
政策課

計画的に、公民館の施設・設備整備を進める。

・老朽化による改修工事
・3階以上の公民館のエレベーター設置工事
・空調設備改修工事

公民館の整備、機
能充実

施設の改修等を
計画的に実施する
ことにより、市民が
安全・安心・快適
に利用できる公民
館をめざす。

44 (15)

43 (14)

・新任自治会長を対象とした研修会の開催（1回）(H24～H26)

・自治会連合会の役員を対象とした
研修会の開催（1回）(H25～H26)

11



マニフェスト工程表

23年度 24年度 25年度 26年度一連
№

8つの
戦略

小項目 項目 実施内容目的 課名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　下段は、各年度の財政所要額（見込み）　　　　　　　　　　　　　　　　単位：百万円

部名

工
程
表

・行政連絡業務委託検討
会の設置

・自治会を対象とした文
書配布業務実態調査の
実施

金額

工
程
表

・防災計画の見直しのため
の調査研究
・出前講座による防災情報
の発信
・新たな避難経路・避難施
設の選定、避難訓練の実施
・災害時要援護者に対する
避難支援計画の整備及び
更新

・防災計画の見直しにより、
啓発冊子・ハザードマップ
を作成
・自主防災隊を中心に、住
民一体での防災訓練や住
民啓発の実施
・災害時要援護者に対する
避難支援計画の更新

金額 4 4 4 4

工
程
表

・防災行政無線の整備
(北区尉ヶ峰中継局の用
地取得、天竜区中継局
の用地測量・地質調査)

・防災ホッとメールＰＲ(自
主防災隊、消防団や出
前講座等)
(登録目標:15,000人)

・防災行政無線の整備
(北区尉ヶ峰中継局及び
雄踏、舞阪、三ヶ日、細
江、引佐地域の無線子
機を255台整備)
・防災ホッとメールＰＲ(自
主防災隊、消防団や出
前講座等)
(登録目標:19,000人)

・防災行政無線の整備
(天竜区内の中継局の整
備工事及び天竜区の無
線子機を197台整備)

・防災ホッとメールＰＲ(自
主防災隊、消防団や出
前講座等)
(登録目標:23,000人)

・防災行政無線の整備
(天竜区内の中継局の整
備工事及び天竜区の無
線子機を197台整備)

・防災ホッとメールＰＲ(自
主防災隊、消防団や出
前講座等)
(登録目標:25,000人)

金額 29 271 271 281

工
程
表

・浜松市業務継続計画策
定

金額

・行政連絡業務委託検討会を設置し、自治会
への依頼業務に関して、庁内関係各課及び自
治会双方で定期的に協議を行う。

・防災行政無線の整備を進めるとともに、自主
防災隊・消防団や出前講座時において、防災
ホッとメール登録のＰＲを実施する。

情報提供の仕組
みを強化し、災害
時の初動対応や
避難行動の迅速
化、強化を図る。

市民協
働・地域
政策課

46 (17)
地域一体となった
防災体制の構築

地域防災計画の見直しを平成24年度中に行
い、防災体制を再構築する。

・地域防災計画の見直しを受け、新たな啓発冊子
やハザードマップの作成により、防災情報を発信す
る。
・津波対策として、民間等の協力を得て避難可能
施設を平成23年度中に指定し、防災訓練において
避難経路を確立し、地域防災体制の強化を図る。
・災害時要援護者に対する避難支援計画の整備を
行ない、自主防災隊を中心に地域での支援体制を
確立する。

危機管
理監

危機管
理課

45 (16)

安
全
と
安
心
を
人
か
ら
人
へ
つ
な
げ
ま
す

47 (18)

市民部

防災計画の見直し
を含め、防災情報
の発信により、大
規模災害への備
えを確立し地域の
連携協働による防
災体制の構築を
目指す。

自治会運営の負
担軽減

自治会への依頼
業務の適正化を
進めることにより、
本来の地域コミュ
ニティとしての自
治会活動の活性
化を図る。

防災行政無線の
整備及び「浜松市
防災ホットメール」
への登録の推進

48 (19)
「浜松市業務継続
計画」の策定

・東日本大震災の検証結果をもとに、業務抽
出リストや人員配置などの見直しを行い、浜松
市業務継続計画を策定する。

災害時の業務に
利用可能な人的、
物的資源を最適
配分し、業務の立
ち上げ時間の短
縮及び業務レベ
ルの低下を抑制
する。

危機管
理監

危機管
理課

危機管
理監

危機管
理課

・浜松市業務継続計画の見直し(毎年度)

・行政連絡業務委託検討会の開催(H23～H26)

・自主防災隊を中心に、住民一体となった防災訓
練や住民啓発の実施

・災害時要援護者に対する避難支援計画の更新

12



マニフェスト工程表

23年度 24年度 25年度 26年度一連
№

8つの
戦略

小項目 項目 実施内容目的 課名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　下段は、各年度の財政所要額（見込み）　　　　　　　　　　　　　　　　単位：百万円

部名

工
程
表

・「まちなか防犯セン
ター」の設置

・まちなか防犯協議会へ
の支援及び関係機関等
との連絡調整

金額 3 1 1 1

工
程
表

金額 1 1 1 1

工
程
表

・社会資本整備重点計画
策定（計画期間H24～
H28）

・歩道等の整備及び交差
点改良の推進

金額 1,458 1,458 1,458 1,458

工
程
表

金額 25 32 32 32

・職員や防犯アドバイザーの派遣、活動用品
等の支援、情報提供等により、「地区安全会
議」の設立・活動を支援していく。
(H23～H26：12団体の設置)

・各警察署等と連携して、市民が行う青色パト
ロール活動の活発化に向けて、活動用品等の
支援、関係機関との連絡調整を行う。

地域住民による自
主的な防犯活動
により、有楽街を
中心とする中心市
街地の治安維持
を図る。

「地区安全会議」
の設立及び青色
パトロール活動の
支援

・平成23年度中に有楽街に「まちなか防犯セン
ター」を設置し、地元住民が主体となって、浜
松市や警察、防犯活動団体などと連携して、
夜間を重点に中心市街地の防犯活動を実施
する。

「まちなか防犯セ
ンター」の設置

50 (21)

安
全
と
安
心
を
人
か
ら
人
へ
つ
な
げ
ま
す

52 (23)

49 (20)

「地区安全会議」
の設立を支援し、
犯罪のない安全で
安心なまちづくりを
推進する。

土木部 道路課

・「まちなか防犯センター」の維持管理

・まちなか防犯協議会への支援及び関係機関等との連絡調整

・平成23年度に社会資本整備重点計画を策定
し、学校周辺の通学路や病院の周辺部へ、計
画的に歩道等の整備及び交差点改良を推進
する。

子どもや高齢者な
どの交通弱者が安
全に安心して通行
できる道路交通環
境の確保を図る。

市民部
市民生
活課

市民部
市民生
活課

都市整
備部

土木部

交通政
策課

道路課

51 (22)
学校や病院周辺
への歩道設置等
推進

交差点事故の防
止を重点的に取
組み、事故件数の
削減を目指す。

交通安全施設の
整備

・信号、横断歩道設置等の道路規制を警察に
要望する。

・交差点事故削減部会において事故原因の検
証を行い、対策が必要な交差点を毎年度10箇
所指定し、重点的な速効対策を実施する。

・計画に基づく歩道等の整備及び交差点改良の推進

・前々年度指定交差点の整備効果調査・追加対策の検討と実施

・前年度指定交差点の重点的な速効対策の検討と実施(年10箇所)

・当年度指定交差点の翌年度以降に行う速効対策の検討と当年度に実施できる対策の実施

・「地区安全会議」設置要請・支援(毎年度3団体の設置)

・「地区安全会議意見交換会」の実施、活動用品の支援(貸与)
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マニフェスト工程表

23年度 24年度 25年度 26年度一連
№

8つの
戦略

小項目 項目 実施内容目的 課名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　下段は、各年度の財政所要額（見込み）　　　　　　　　　　　　　　　　単位：百万円

部名

工
程
表

・事業実施
・市民への周知(ＨＰ、広
報はままつ)ＰＲチラシ作
成配布(5,000部)
・運転経歴証明書持参者
の特典についての庁内、
企業・店舗への働きかけ

・ＰＲチラシ作成配布
(3,000部)

金額 0.1 0.1 0.1 0.1

工
程
表

･消防車両の実態検証、
更新計画に基づき車両
の更新(消防車2台、救急
車1台)
･車両装備・資機材等の
検証・購入
･防災資機材の配備を計
画

金額 35 65 92 92

工
程
表

・地質調査 ・実施設計・造成工事 ・建設工事・完成 ・新出張所稼動
・可美出張所解体工事

金額 1 45 292 7

53 (24)

65才以上の市民
の運転免許証自
主返納者への住
民基本台帳カード
の無料交付

「運転免許証自主
返納制度」の啓発
とともに、高齢運
転者の交通事故
を未然に防止す
る。

安
全
と
安
心
を
人
か
ら
人
へ
つ
な
げ
ま
す

55 (26)
中規模消防出張
所の新築

均衡のとれた消防
署・出張所の配置
を行い、効果的な
消防・救急体制を
実現させる。

都市整
備部

交通政
策課

54 (25)
消防車、救急車な
ど必要な機械・装
備の更新

･更新計画に基づき、消防車両や装備・資機
材、防災資機材（エンジンカッター・チェン
ソー）等を計画的に更新する。

消防局 警防課

各種災害に対応
できるように車両
及び装備・資機材
等を適正に配備
し、維持管理する
ことで市民の生
命・財産を守る。

・申請時年齢が65歳以上の高齢者について、
運転免許証を自主返納する際に写真付住民
基本台帳カード交付申請した場合、交付手数
料を免除する。

消防局
消防総
務課

・既存雄踏出張所及び可美出張所の統廃合
により、大平台に出張所を新たに整備する。

・ＰＲチラシ作成配布(年2,000部)

･更新計画に基づく車両の更新(H24～H26)

･計画的な車両装備・資機材等の検証・購入(H24～H26)

･防災資機材の配備(年2台)(H24～H26)
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マニフェスト工程表

23年度 24年度 25年度 26年度一連
№

8つの
戦略

小項目 項目 実施内容目的 課名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　下段は、各年度の財政所要額（見込み）　　　　　　　　　　　　　　　　単位：百万円

部名

工
程
表

・公共施設の省エネル
ギー化推進事業の調査
研究及び実施計画作成

・実施計画に基づく機器
類の更新

・実施計画に基づく機器
類の更新

・機器更新実施施設の年
間消費エネルギーの低
減量の検証

・検証結果をもとにした実
施計画の見直し
・実施計画に基づく機器
類の更新
・機器更新実施施設の年
間消費エネルギーの低
減量の検証

金額

工
程
表

金額 1 1 1 1

工
程
表

・中小企業省エネ改修費
補助事業の実施（10件）

・新たな中小企業用省エ
ネ改修補助制度の検討

金額 48 38 38

工
程
表

・全国緑のカーテン
フォーラム開催

・緑のカーテン交付事業
（市民700人）

・建築物の屋上・壁面緑
化事業（2件）

金額 1 1 1 1

(2)

都市整
備部

公共建
築課

57

緑政課
都市整
備部

環境部
環境政
策課

都市整
備部

緑政課

56

省エネルギー機器
等の導入によっ
て、公共施設全体
の消費エネルギー
を低減させるととも
に、公共施設の緑
化に取組む。

・省エネルギー化推進事業の基本計画及び実
施計画を策定するとともに、公共施設に高効
率機器を導入し、有効性を確認する。

・公共施設の新設にあたっては、「浜松市緑の
基本計画」に定めた目標である「敷地面積の
20%以上の緑化」を確保し、既存公共施設につ
いては、「浜松市緑化樹木交付制度」の活用も
図りながら、段階的かつ着実に緑化を推進す
る。

公共施設の省エ
ネ改修及び緑化

(1)

地
球
に
や
さ
し
い
持
続
可
能
な
社
会
を
実
現
し
ま
す

民間施設の省エ
ネ・グリーン化の推
進

・中小企業省エネ改修費補助事業について、
平成23年度は国から交付された「地域グリーン
ニューディール基金」による助成を実施し、平
成24年度以降は市独自の新たな事業を実施
する。

・緑のカーテン事業については、平成23年8月
に開催する「全国緑のカーテンフォーラムｉｎ浜
松」を契機に、市民生活への緑のカーテンへ
の定着化を図るとともに、市街地における建築
物の屋上・壁面緑化を推進し、環境市民の育
成・支援に努める。

市民が気軽に取り
組める緑化活動の
機会を提供すると
ともに、民間施設
の省エネ改修を支
援することにより、
環境に配慮した都
市づくりを目指
す。

・新たな中小企業用省エネ改修に対する支援

・緑のカーテン交付事業（市民500人・公共施設5施設／年）(～H26)

・建築物の屋上・壁面緑化事業（年5件）(～H26)

・新規公共施設の敷地面積の20%以上の緑化(H23～H26)

・既存公共施設の緑化推進(年15件)(H23～H26)
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マニフェスト工程表

23年度 24年度 25年度 26年度一連
№

8つの
戦略

小項目 項目 実施内容目的 課名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　下段は、各年度の財政所要額（見込み）　　　　　　　　　　　　　　　　単位：百万円

部名

工
程
表

・住宅用太陽光発電の設
置費助成（500件）

・低炭素型住宅等への助
成を検討

金額 38 38 38

工
程
表

・ボイラー施設の整備助
成(大口需要の確保)2基

・ストーブ設置への助成
(小口需要への対応)
10台

金額 5 5 5 5

工
程
表

・ごみ減量アクションプラ
ンの策定

・資源物自治会拠点モデ
ル回収（紙類・草木・廃食
用油）

金額 4 4 4 3

工
程
表

・ごみ減量アクションプラ
ンの策定と推進

(平成21年度実績比：市
民1人1日当たりのごみ排
出量の4.8％の削減、リサ
イクル率21.5％)

・一般廃棄物処理基本計
画の見直し
・前年度の状況を検証
し、アクションプランを推
進
(平成21年度実績比：市
民1人1日当たりのごみ排
出量の6.8％の削減、リサ
イクル率21.8％)

・前年度の状況を検証
し、アクションプランを推
進
(平成21年度実績比：市
民1人1日当たりのごみ排
出量の11.7％の削減、リ
サイクル率22.4％)

・平成25年度までの達成
状況の検証、基本計画
の推進

金額

58 (3)
個人住宅の省エ
ネ化の促進

・現在行っている太陽光発電設備補助に加え
て、住宅の低炭素化に繋がるもの（太陽熱利
用設備や低炭素化に繋がる設計手法などを取
り入れた建物）への助成を検討し、平成24年度
から実施する。

民生家庭部門から
の二酸化炭素排
出量の削減を図
る。

59 (4)

・法人や、商店、モデルルーム、一般家庭等に
おいて、木質バイオマスを利用したボイラーの
導入やペレットストーブの普及を進めるととも
に、平成24年度よりペレット流通促進助成を実
施し、木質ペレットの利用促進を図る。

バイオマスを利用
したエネルギー活
用の推進

浜松市バイオマス
タウン構想（木質
バイオマス利活用
モデル）の推進に
より、二酸化炭素
排出量の削減を
図る。

60 (5)
3Rによるごみ減量
対策の実践

・平成23年度に「ごみ減量アクションプラン」を
策定し、３Rによる「もえるごみ」の削減を重点に
各種事業に取り組む。

市民や事業者の
協力のもと、ごみ
の減量化と再資源
化を図り、焼却施
設の統廃合や最
終処分場の延命
化等により建設コ
ストを縮減するとと
もに、二酸化炭素
の排出量を削減
する。

地
球
に
や
さ
し
い
持
続
可
能
な
社
会
を
実
現
し
ま
す

61 (6)
ごみ排出量の削
減

・「ごみ減量アクションプラン」を推進し、平成25
年度に、平成21年度実績に対し、市民1人1日
当たりのごみ排出量の10％以上（△115ｇ）の削
減、リサイクル率22％を目指す。

産業部

農林水
産政策

課
　
農林業
振興課

環境部
資源廃
棄物政
策課

資源廃
棄物政
策課

環境部

環境部
環境政
策課

市民や事業者の
協力のもと、市民1
人1日当たりのご
み排出量の10％
以上削減を目指
す。

・低炭素型住宅等への助成事業の実施

・アクションプランの実施(～H26)
　　・資源物自治会拠点回収本格実施
　　・生ごみ減量啓発
　　・紙類減量啓発
　　・不用品交換事業
　　・みどりのリサイクル施設回収
　　・優良団体表彰

・ボイラー施設の整備助成(大口需要の確保)年1基(～H26)

・ストーブ設置への助成(小口需要への対応)年20台(～H26)

・ペレット流通促進助成(～H26)
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マニフェスト工程表

23年度 24年度 25年度 26年度一連
№

8つの
戦略

小項目 項目 実施内容目的 課名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　下段は、各年度の財政所要額（見込み）　　　　　　　　　　　　　　　　単位：百万円

部名

工
程
表

・建設用地の買戻し ・実施設計・発注仕様書
作成及び環境影響評価
等

・建設工事 ・建設工事、竣工

金額 16 512 437

工
程
表

・新清掃工場基本構想策
定

・浜北清掃センター休止

・都市計画決定、環境影
響評価調査

・収集区域の再編

・地質調査、測量調査、
環境影響評価調査

・天竜ごみ処理工場休止

・地質調査、測量調査、
環境影響評価調査

金額 8 1 10 10

工
程
表

・制度統一の内容の決定
（パブリックコメントも含め
て）

・市民への周知
（説明会の実施、広報
誌・パンフ等の配布）

金額 579 579

工
程
表

金額 3 3

(10)

62 (7)
資源リサイクルセ
ンター開設準備

・既存施設の老朽化及び処理能力不足等の
問題に対応するため、新たな資源リサイクルセ
ンターの建設を進める。

安定的、効率的な
資源リサイクル体
制を整備するため
の施設整備をし、
リサイクル拠点の
集約化を図る。

地
球
に
や
さ
し
い
持
続
可
能
な
社
会
を
実
現
し
ま
す

63

64

・生物多様性保全のための基本方針や具体的
な保全策について検討し、平成23、24年度の
2ヵ年で、「生物多様性はままつ戦略」を策定
し、目指すべき将来像や重要種･重要地域の
選定、目標などを定める。25年度以降は、本戦
略に基づき取り組みを推進する。

65

・統一ルールによるごみ収集の開始

(9)
指定ごみ袋の統
一及びごみ分別
の統一

・家庭ごみの出し方に関して、市民の意見を広
く伺う中でルールを策定するとともに、周知・浸
透を進め、平成25年度より新ルールによるごみ
出しを実施する。

【主な統一項目】（指定袋制度の見直し・ごみ
の分別品目、収集頻度・方法・区域等の見直
し、連絡ごみの有料化等）

・浜北清掃センターを平成24年度末、天竜ご
み処理工場を平成26年度末をもってそれぞれ
休止し、旧市町村の収集区域を平成25年度に
おいて各区毎に見直すことで、効率的なごみ
処理体制を確立する。ごみ処理施設において
は搬入車両のごみ検査を行い、施設の適正処
理に努める。
また、既存施設の老朽化問題に計画的な対応
をするため、新清掃工場の建設について推進
する。

(8)

環境部

廃棄物
処理施
設管理

課

・生物多様性はままつ戦略の策定

市域の生物多様
性の保全と持続可
能な利用に向けた
取組を体系的・総
合的に進め、持続
的発展が可能な
都市を構築する。

  戦略に基づく取り組みの推進
　・重要種・重要地域における具体的保全施策の展開
　・各部局における生物多様性に配慮した事業の実施

環境政
策課

廃棄物
処理施
設管理

課

資源廃
棄物政
策課

環境部
資源廃
棄物政
策課

環境部

環境部

ごみ処理体制整
備・廃棄物の適正
処理

ごみ処理経費の
削減やリサイクル
率の向上を図るた
め、ごみ処理施設
の集約化を図る。

ごみの減量、リサ
イクルの推進、ご
み処理コストの低
減、地域における
市民負担の公平
性を高める。

「浜松市生物多様
性地域戦略」の策
定

・搬入車両のごみ検査(H23～H26)
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マニフェスト工程表

23年度 24年度 25年度 26年度一連
№

8つの
戦略

小項目 項目 実施内容目的 課名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　下段は、各年度の財政所要額（見込み）　　　　　　　　　　　　　　　　単位：百万円

部名

工
程
表

・環境教育基本方針の策
定

金額 0.1

工
程
表

・小学1年生向けのごみ
絵本の作成･配付
・小中学生全学年向けの
講座(ごみ分別・収集体験、
雑がみ・生ごみ分別体験
等)の検討

・小学1年生向けのごみ
絵本の再版

金額 1 0.3 0.3 1

工
程
表

金額 25 25 25 25

工
程
表

(浜松市公共下水道事業
認可計画(三ヶ日処理区)
に対する進捗率:69％)

　　下水道接続率63.0％

(浜松市公共下水道事業
認可計画(三ヶ日処理区)
に対する進捗率:73％)

　　下水道接続率66.0％

(浜松市公共下水道事業
認可計画(三ヶ日処理区)
に対する進捗率:77％)

　　下水道接続率69.0％

(浜松市公共下水道事業
認可計画(三ヶ日処理区)
に対する進捗率:80％)

　　下水道接続率73.0％

金額 80 70 50 50

66 (11)
「環境教育基本方
針」の策定

・平成23年度中に、環境教育に取り組むため
の目標や方針、役割、施策等を定めた「環境
教育基本方針」を策定する。24年度以降は基
本方針に基づき取り組みを推進する。

市民、市民団体、
事業者などが連携
と協働によって環
境保全活動を継
続的に進め、持続
的発展が可能な
都市を構築する。

 方針に基づく取組みの推進
　・環境教育基本方針の推進組織など、推進のための仕組みづくり
　・体験や学習機会の提供、教材やプログラムの充実
　・環境教育の情報の共有化、ネットワーク化の推進

・川や湖を守る条例に基づき、農地の施肥対
策を農家などと協議するとともに、事業場排水
の指導を行う。

・計画的に合併処理浄化槽（補助有）の設置
及び、公共下水道整備を推進する。
(平成26年度目標：下水道接続率73.0％)

地
球
に
や
さ
し
い
持
続
可
能
な
社
会
を
実
現
し
ま
す

資源廃
棄物政
策課

環境部
環境政
策課

環境部

上下水
道部

(13)

環境保
全課

お客さま
サービス

課

環境部

上下水
道部

67 (12)

・全小中学生全児童生徒を対象として、学校と
連携して授業や講座、体験学習などの環境教
育を実施し、子どもから保護者へと家庭での取
組を推進する。

小中学校での環
境教育の実施

ごみの減量やリサ
イクルに対する理
解は、児童・生徒
期の通年を通じた
意識付けが必要
であり、小中学生
への環境教育を
推進し、次代を担
う人づくりを進め
る。

68
浜名湖の水質改
善

下水道
工事課

猪鼻湖について、
施設整備ととも
に、地元市民など
と連携して、生活
排水や産業排水
他の流入による汚
れを削減し、水質
を改善する。

・学校での処理施設見学学習の実施(H23～H26)

・果樹園などの農地からの負荷削減対策の検討(H23～H24)、実施(H24～H26)

・市民活動(猪鼻湖浄化プロジェクトや環境浄化微生物の作成など)の支援(H23～H26)

・浄化槽設置整備事業補助制度(年50基)(H23～H26)

・環境教育・環境学習な
どの取組についての市
政満足度25％

・学校給食生ごみの堆肥化事業(20校) 　　　3ヵ年計60校
・小中学生全学年への雑がみの分別意識啓発(20校)　3ヵ年計60校

・小中学生への資料、講座のモデル実施

 ・公共下水道幹線及び枝線管きょの整備(H23～H26)

・下水道接続率向上に関する啓発(H23～H26)

・学校給食生ごみの堆肥化と学校での活用(H24～H26)
・小中学生全学年への雑がみ分別の意識啓発と学校での拠点回収(H24～H26)

・小中学生への各段階におけるごみ減量のための講座の実施(ごみ分別・収
集体験、雑がみ・生ごみ分別体験等)モデル実施(H24)実施(H25～H26)

・親子処理施設体験学習(2ヵ年40組80名)

・小学4,5,6年生向けのエコライフチェック（ごみ減量家計簿）の実施(H23～H26)
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マニフェスト工程表

23年度 24年度 25年度 26年度一連
№

8つの
戦略

小項目 項目 実施内容目的 課名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　下段は、各年度の財政所要額（見込み）　　　　　　　　　　　　　　　　単位：百万円

部名

工
程
表

・面源負荷対策実施

金額 61 64 170 49

工
程
表

(浜松市公共下水道事業
認可計画(佐鳴湖流域)
に対する進捗率:97.0％)

　　下水道接続率94.0％

(浜松市公共下水道事業
認可計画(佐鳴湖流域)
に対する進捗率:97.3％)

　　下水道接続率94.3％

(浜松市公共下水道事業
認可計画(佐鳴湖流域)
に対する進捗率:97.6％)

　　下水道接続率94.6％

(浜松市公共下水道事業
認可計画(佐鳴湖流域)
に対する進捗率:98.0％)

　　下水道接続率94.9％

金額 25 25 25 25

工
程
表

・駅周辺改良基本構想、
施設改良計画の策定

・駅南地下駐車場の機能
更新工事に係る設計

・移管手続き

・南口駅前広場(送迎車
スペース等)の機能更新
工事に係る設計及び調
整

･県からの駐車場移管

・駅南地下駐車場、南口
駅前広場の機能更新工
事

金額 5

工
程
表

・交通円滑化に関する駅
周辺改良基本構想、施
設改良計画の策定

・関係者協議 ・関係者協議 ・都市機能の更新に係る
実施案の作成

金額 5

住
み
や
す
さ
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
の
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
ま
す

(14)

北口駅前広場の
改善検討

71 (2)

環境部

上下水
道部

70 (1)
南口駅前広場の
改善

・平成25年度末の静岡県道路公社からの移管
後の機能更新実施に向け、計画の検討・協議
を進め、平成26年度に工事を実施する。

都市整
備部

駅南地下駐車場
及び送迎車ス
ペースの機能更新
により、自動車交
通を整流化する。

駅とバスターミナ
ル、そして周辺施
設、商店街へつな
がる「広場空間、
歩行空間」の連続
性を確保する。

・関係各機関と詳細に協議し、浜松駅周辺の
交通状況や市民意見を把握した中で、都市機
能の更新に係る実施案を作成する。

・市街地や農地などの面源負荷量削減につい
て、面源負荷量の調査及び具体的対策につ
いて検討・実施する。

・水域浄化装置による浄化実験の効果を検証
し、効果が確認できた場合は結果をもとに、浄
化装置を設置する。

・計画的に下水道整備や雨水浸透ますの設置
を実施する。
(平成26年度目標：下水道接続率94.9％)

環境保
全課

お客さま
サービス

課

交通政
策課

交通政
策課

下水道
工事課

都市整
備部

69

上下水
道部

地
球
に
や
さ
し
い
持
続
可
能
な
社
会
を
実
現
し
ま
す

佐鳴湖のCODの
環境基準値の達
成に向けた取り組
みの推進

化学的酸素要求
量（COD)の環境
基準達成に向け
て、生活排水や産
業排水などの負荷
量削減による佐鳴
湖の水質浄化を
推進する。

・(H23)佐鳴湖水質浄化実験実施と効果検証、(H24～H25)設置
・(H23～H25)面源負荷対策調査
・(H23～H25)公共施設への雨水浸透ますの設置(各1基)

 ・雨水浸透ます設置補助(年90基)(H23～H26)
 ・浄化槽設置整備事業補助制度(年85基)(H23～H26)

・下水道管きょ、取付管設置工事(H23～H26)

・下水道接続率向上に関する啓発(H23～H26)
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マニフェスト工程表

23年度 24年度 25年度 26年度一連
№

8つの
戦略

小項目 項目 実施内容目的 課名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　下段は、各年度の財政所要額（見込み）　　　　　　　　　　　　　　　　単位：百万円

部名

工
程
表

・都市機能更新促進計画
作成

・モデル地区においての
説明会、権利者調整

・他街区への再整備の誘
導

金額 6

工
程
表

・ランドオーナーズ会議
(準備会)立ち上げ

・協議会の自立的な活動
に対し、協議会会員とし
て協力

金額 10 10 10

工
程
表

・基金の制度設計、地域
住民組織の設立

・地域まちづくり基金創
設・実施

・実施可能な地域から実
施

金額 100 500

工
程
表

 

・JR天竜川駅に待合施設
を設置

・北遠本線小畑地区、瀬
尻地区バス停待合施設
の整備

・秋葉線犬居地区バス停
待合施設の整備

金額 0.7 2 1 0.4

市街地の再整備
促進のために、民
間主体型で自発
的・戦略的なまち
づくりの展開を図
る。

「浜松まちなかに
ぎわい協議会」と
の協働による中心
市街地活性化

(4)

住
み
や
す
さ
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
の
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
ま
す

中山間地域特有
の課題を解決する
ために、地域住民
が主体的、組織的
に活動する環境を
整えることを目的と
する。

72 (3)
都心再整備の促
進及び「まちづくり
ルール」の作成

・平成23年度に都市機能更新促進計画を作成
するとともに、土地利用モデル地区を選定し、
段階的な整備を行うことで、施設の再整備の促
進を図る。

75 (6)

鉄道駅や病院、商
業施設へのミニバ
スターミナルの設
置

都心活性化に対し
て「浜松まちなか
にぎわい協議会」
への支援を行うこ
とで、持続的な事
業展開を促す。

浜松市総合交通計画(平成22年度策定)に基
づき、公共交通のネットワーク化を図る。

・環状路線バスの運行に合わせて起終点とな
る鉄道駅に待合施設を設置(1箇所)するととも
に、バス停付設の待合施設を整備する(3箇
所)。

・商業施設や公共施設等にバス利用者の駐輪
場または駐車場を付設もしくは共用を可能とす
る(8箇所)。

ミニバスターミナル
を整備することに
より、快適な公共
交通ネットワークを
確保し、自家用車
利用からの転換を
進める。

・対象地域全体で運用

産業部

74 (5)
「地域まちづくり基
金」の創設

・「地域まちづくり基金」を創設し、平成24年度
より実施する。

市民部

73

・民間のエリアマネジメント組織である「浜松ま
ちなかにぎわい協議会」の活動(まちづくりの目
標設定に向けた基礎調査・エリアマネジメント
戦略策定)に対し支援し、平成25年度にランド
オーナーズ会議(準備会)(地権者による会合)
を立ち上げる。

商業政
策課

市民協
働・地域
政策課

市街地
整備課

都市整
備部

交通政
策課

都市整
備部

・商業施設または公共施設に駐輪場等の付設等(各年2箇所)(H23～H26)

・1街区内の段階的な整備(～H26)

・他街区への再整備の誘導(～H26)

・浜松まちなかにぎわい協議会への活動支援
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マニフェスト工程表

23年度 24年度 25年度 26年度一連
№

8つの
戦略

小項目 項目 実施内容目的 課名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　下段は、各年度の財政所要額（見込み）　　　　　　　　　　　　　　　　単位：百万円

部名

工
程
表

・高塚駅のＪＲ東海との工
事協定締結(事業着手)、
詳細設計

・詳細設計・工事の実施 ・工事の実施 ・工事の実施、平成26年
度末に供用開始

金額 11 164 686 1,273

工
程
表

・天竜川駅の関係機関及
び橋上化推進委員会や
地域住民との整備計画
の合意形成に向けた調
整等

・埋蔵文化財調査 ・JR東海及びJR貨物との
覚書締結
・都市計画決定及び道路
認定
・公社用地取得
・事業化に向けた詳細設
計

・事業認可取得
・ＪＲ東海との工事協定締
結(本工事着手)
・鉄道事業者における調
査、ＪＲ用地取得及び工
事ヤード確保

金額 5 5 5 5

工
程
表

・西鹿島駅についてタウ
ンミーティング報告会の
開催

・交通実態調査

・地元まちづくり組織の設
立

・地元組織によるまちづく
り計画協議

・関係部局、各種事業者
との調整

・関係部局、各種事業者
との調整

・地元の合意形成

・地元組織によるまちづく
り計画策定

・詳細設計

・都市計画変更手続き

・事業着手

金額 2 1 1

工
程
表

・地域説明会開催(環状
路線バス)
・バス再編運行(浜北地
域、三ヶ日地域、熊・竜
川地域、春野地域、龍山
地域)
・地域交通検討会開催
(都田地域、引佐地域)

金額 39 68 93 93

住
み
や
す
さ
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
の
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
ま
す

交通基盤施設の
機能充実

77 (8)
公共交通空白地
域へのバス路線の
充実

環状方向のバス路
線の設定、自主運
行バスの再編等、
市民のニーズに
あったバス路線を
充実する。

・平成24年度に環状方向のバス路線の一部に
ついて運行する。

・自主運行バスについては、既に再編・運行し
ている5地区に加え、平成23年度に2地区で地
域交通検討会を立ち上げ、平成24年度に計7
地区において再編運行を開始する。

・新規路線運行(環状路線バス)

・バス再編運行(浜北地域、三ヶ日地域、熊・竜川地域、春野地域、龍山地
域、都田地域、引佐地域)

・高塚駅については、平成24年度に工事を実
施し、平成26年度末までに南北自由通路、橋
上駅舎を供用開始させる。

・天竜川駅については、平成26年度に本工事
を実施する。

・西鹿島駅については、平成25年度までに市
民との協働による計画策定を目指す。

76 (7)

交通政
策課

高塚駅、天竜川
駅、西鹿島駅の整
備を進め、交通結
節点の利便性向
上、機能強化を図
る。

市街地
整備課

道路課

都市整
備部

北部都
市整備
事務所

都市整
備部

土木部

都市整
備部
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マニフェスト工程表

23年度 24年度 25年度 26年度一連
№

8つの
戦略

小項目 項目 実施内容目的 課名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　下段は、各年度の財政所要額（見込み）　　　　　　　　　　　　　　　　単位：百万円

部名

工
程
表

・事業箇所調査

・現道活用区間の整備工
事の実施(4工区実施、1
工区完成供用(0.2km、改
良率：56.6%))

・現道活用区間の整備工
事の実施
(3工区継続実施)

・現道活用区間の整備工
事の実施(新規1工区着
手、1工区完成供用
(0.2km、改良率:57.3％))

・現道活用区間の整備工
事の実施(3工区継続実
施、1工区完成供用
(0.65km、改良率:59.5%))

金額 355 812 722 853

工
程
表

金額 4,386 3,823 3,649 3,301

・概ね10年で、三遠南信自動車道の現道活用
区間の佐久間市街部から水窪市街部までの
区間を整備する。

・平成26年度までに3工区、1.05kmの完成供用
を目指す。

(9)

概ね10年で以下の路線を整備する。
・都心環状線
・市街地環状線
・浜松環状線
・大外環状線（国道362号）
・放射5,7,10号
・南北軸（国道152号）
・連立（遠鉄高架化）

・平成26年度までに4.6kmの完成供用を目指
す。

三遠南信自動車
道の整備促進

住
み
や
す
さ
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
の
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
ま
す

広域連携、「ひと
つの浜松」の醸成
にとって不可欠な
インフラとして国と
連携しながら整備
を推進する。

各拠点の有機的
な連絡及び機能
分担を支援し、か
つ災害に強い骨
格構造の圏域を
構築する。

放射道路及び環
状道路の整備

79 (10)

78

道路課

道路課土木部

土木部

・都心環状線、市街地環状線、浜松環状線、大外環状線（国道362号）、放射5,7号、南北軸
（国道152号）(H23～H26) ・放射10号(H25～H26)

・連立（遠鉄高架化）(H23～H25)
・浜松環状線の一部完
成供用(0.3km)
・連立（遠州鉄道鉄道
線）の完成(2.7km)
(整備率:82.7%)

・市街地環状線の一部
完成供用
(0.7km、整備率:83.2%)

・都心環状線の一部完
成供用
(0.3km、整備率:80.7%)

・都心環状線、市街地環状線、浜松環状線、大外環状線（国道362号）、放射5,7,10号、南北軸
（国道152号）(H23～H26)

・連立（遠鉄高架化）(H23～H25)
・浜松環状線の一部完
成供用(0.3km)
・連立（遠州鉄道鉄道
線）の完成(3.3km)
(整備率:83.1%)

・市街地環状線の一部
完成供用
(0.7km、整備率:83.6%)

・都心環状線の一部完
成供用
(0.3km、整備率:80.7%)
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マニフェスト工程表

23年度 24年度 25年度 26年度一連
№

8つの
戦略

小項目 項目 実施内容目的 課名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　下段は、各年度の財政所要額（見込み）　　　　　　　　　　　　　　　　単位：百万円

部名

工
程
表

・橋梁の長寿命化修繕計
画の策定

・耐震化対策(4橋着手) ・耐震化対策(4橋着手) ・耐震化対策(2橋着手) ・耐震化対策(3橋着手)

・長寿命化修繕計画策定

金額 642 638 638 638

工
程
表

・水道管路耐震化事業
（口径100～500㎜）
(耐震適合率50％)

・配水池耐震化事業

・水道管路耐震化事業
（口径150～800㎜）
(耐震適合率52％)

・配水池築造事業

・水道管路耐震化事業
（口径150～800㎜）
(耐震適合率55％)

・配水池築造事業

・水道管路耐震化事業
（口径100～800㎜）
(耐震適合率58％)

金額 1,512 2,588 2,934 2,372

工
程
表

・湖東、舘山寺処理区長
寿命化計画策定

(耐震化率:管きょ35％、
施設42％)

(耐震化率:管きょ40％、
施設52％)

(耐震化率:管きょ45％、
施設54％)

(耐震化率:管きょ50％、
施設54％)

金額 1,100 1,000 1,000 1,000

工
程
表

 ・地域交通検討会の開
催(渋川地域)

金額 19 27 35 34

・デマンドバスについては、平成23年度に渋川
地域で地域交通検討会を開催し、地域にあっ
た持続可能な交通システムを協議、検討し、平
成24年度に既存の地区(3地区)と合わせ、4地
区で運行を開始する。

・NPO等の運送事業については、補助金交付
制度の見直しを行うとともに、立ち上げを支援
し、平成25年度に1地区で運行を開始する。

住
み
や
す
さ
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
の
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
ま
す

81 (12)
公共交通空白地
域の移動手段の
充実

・デマンドバス等の
効率的な運行によ
り、市民の日常生
活に必要な移動
手段を持続的に
確保する。

＜橋梁・舗装＞
・橋梁の長寿命化修繕計画の策定について
は、323橋の計画を平成23年度に完了し、舗装
については、平成26年度中に計画を策定す
る。
・橋梁の耐震補強については、18橋の工事に
着手する(H22:5橋着手済み)。

＜水道施設＞
・幹線管路のうち優先度・緊急性の高い基幹
管路約240ｋｍ（導水・送水・配水本管）の耐震
適合率100％について15年以内の達成を目指
し、整備を進める。
・大原第5配水池を新設し、震災時の給水拠点
の確保・拡大を図る。

＜下水道施設＞
・防災拠点、重要路線が集中する中部処理区
及び処理場の地震対策事業の推進及び、予
防保全型の改築更新事業及び維持管理を実
施する。

80 (11)
社会基盤構造物
の長寿命化対策
及び耐震化工事

橋梁･舗装、及び
上下水道設備の
長寿命化、防災・
減災対策を推進
する。

土木部 道路課

都市整
備部

下水道
工事課

上下水
道部

交通政
策課

水道工
事課

上下水
道部

・デマンドバスの運行開始(H23～:熊・竜川地域、春野地域、龍山地域、H24～:渋川地域)

・舗装の長寿命化修繕計画策定のための路面性状調査L=300ｋｍ/年
(H23～H25)

・NPO運送制度の情報提供(中山間地全域) ・NPO運送制度の運行開始(中山間地1地区)

・公共下水道管きょ、処理場、ポンプ場の改築工事(H23～H26)
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マニフェスト工程表

23年度 24年度 25年度 26年度一連
№

8つの
戦略

小項目 項目 実施内容目的 課名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　下段は、各年度の財政所要額（見込み）　　　　　　　　　　　　　　　　単位：百万円

部名

工
程
表

・はままつ友愛の高齢者プ
ラン(H24～H26)策定

金額 77 77 77

工
程
表

・新経営健全化計画の策
定
・シルバー人材センター
活動の支援
（目標会員数：4,371人）

・シルバー人材センター
活動の支援
（目標会員数：4,445人）

・シルバー人材センター
活動の支援
（目標会員数：4,503人）

・シルバー人材センター
活動の支援
（目標会員数：4,542人）

金額 62 62 62 62

工
程
表

・1箇所開設(浜北区)

・整備のあり方について
の検証

・1箇所開設

金額

工
程
表

・経常収支比率100％以
上の維持

・新病院構想の策定準備

・公益法人制度改革に伴
う移行準備

・経常収支比率100％以
上の維持

・新病院構想の策定

・移行申請・新法人の施
行

金額 0.7

高齢者介護施設と
保育園の併設の
促進

浜松医療センター
のさらなる経営改
革による健全経営
の定着化

安全・安心な地域
医療の提供のため
に、経営健全化を
推進し、公立病院
としての使命を果
たしていく。

82 (1)

い
き
が
い
が
実
感
で
き
る
健
康
づ
く
り
を
進
め
ま
す

84 (3)

(4)

83 (2)

85

社会参加を通じた
高齢者の健康で
生きがいのある生
活の実現

高齢者の生きがい
対策事業の拡充

高齢者の活動組
織への支援や活
動しやすい環境づ
くりに取り組む。

交流の環境整備と
ともに、普段から
子どもと高齢者と
がふれあい、交流
することで、思い
やりの心を育くむ。

シルバー人材セン
ターへの支援を通
じ、地域に密着し
た社会参加活動を
促進し、高齢者の
健康で生きがいの
ある生活を実現す
る。

・高齢者介護施設と保育所の併設施設の整備
を図る。

・経常収支比率100％以上の維持を図る。

・新病院構想を策定するとともに、新法人への
移行手続きを進める。

・平成23年度にはままつ友愛の高齢者プラン
を策定し、高齢者の生きがい対策事業を実施
する。

以下の浜松市シルバー人材センターの事業へ
の支援を行う。
(目標会員数　H26：4,542人(H22末：4,287人))

・健康で働く意欲のある高齢者への就業機会
　の提供(会員の確保、就業率の向上)
・ボランティア活動の実施(交通安全、清掃)
・就業及び同好会活動による仲間づくり
　(会員相互の仲間づくり)

保育課

高齢者
福祉課

病院管
理課

健康福
祉部

健康福
祉部

健康福
祉部

高齢者
福祉課

高齢者
福祉課

こども家
庭部

健康福
祉部

・シルバーサポーターの派遣（H23～H26）
・集会施設ユニバーサルデザイン化の助成（H23～H26）
・老人クラブ活動費支援（H23～H26）
・全国健康福祉祭への選手団派遣（H23～H26）

・経常収支比率100％以上の維持(～H26)

・はままつ友愛の高齢者プラン実施(～H26)
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マニフェスト工程表

23年度 24年度 25年度 26年度一連
№

8つの
戦略

小項目 項目 実施内容目的 課名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　下段は、各年度の財政所要額（見込み）　　　　　　　　　　　　　　　　単位：百万円

部名

工
程
表

・基本設計・実施設計等 ・本体工事 ・本体工事、解体工事 ・外構工事等

・竣工

金額 239 2,030 3,269 201

工
程
表

金額 7 7 7 3

工
程
表

・１０００万人ラジオ体操・み
んなの体操祭開催

・夏期ラジオ体操リーダー
講習会の実施
・ラジオ体操実施状況の把
握

金額 1 0.3 0.3 0.3

工
程
表

・健康づくりプログラムリス
トを作成し、はままつ健康
プロジェクトの実施
・健康はままつ２１最終評
価の実施

・はままつ健康プロジェク
トの実施

・健康はままつ２１次期計
画の検討、策定

・はままつ健康プロジェク
トの実施及び評価、官民
協同体制の構築
・健康はままつ２１推進
（次期計画に基づき実
施。）

・健康はままつ２１推進

金額 5 6 10 4

リハビリ病院の再
整備

病院施設の建替
えにより、病院利
用者の安全性や
利便性の確保、療
養環境の改善を
図る。

89 (8)

86 (5)

(6)

い
き
が
い
が
実
感
で
き
る
健
康
づ
く
り
を
進
め
ま
す

健康づくりや生活
習慣病対策のプロ
グラムの作成及び
事業展開

有資格者を計画
的に増員し、病院
前救護体制の充
実強化を図る。

警防課

88 (7) ラジオ体操の普及
・平成23年度は、「第５０回 １０００万人ラジオ体
操・みんなの体操祭」を誘致し、また講習会を
拡充するなど、ラジオ体操の普及を推進する。

市民部
スポーツ
振興課

87 消防局
救急救命士の資
格者増

・はままつ健康プロジェクトとして、中高年男性
向け生活習慣病予防の健康づくりプログラムリ
ストを作成・実施する。

・平成24年度に、市民が健康づくりに取り組む
指針となる「健康はままつ２１」の次期計画を策
定するとともに、健康はままつ推進協力団体を
150団体に増やす(現状123団体)。

スポーツ振興基本
計画の「１・１・１（イ
チイチイチ）運動」
を推進するととも
に、すべての市民
の健康の保持、増
進を図る。

生涯を通じた健康
増進のために、官
民協同で事業展
開し、健康づくりに
取り組む市民を増
やす。

・平成22年度に策定した浜松市リハビリテー
ション病院整備のための基本構想及び基本計
画をもとに再整備を進める。

・毎年度8人の救急救命士有資格者を増や
す。
(H23～H26：32人)

健康増
進課

健康福
祉部

健康福
祉部

病院管
理課

・健康はままつ２１推進協力団体を150団体に増やす(～H25)

・救急救命研修所へ年3人の派遣・資格取得(H23～H26)

・救急救命士有資格者を年5人新規採用(H23～H26)

・ラジオ体操講習会の実施(～H26)

・ラジオ体操ＣＤの配布(H23～H26)

・夏季巡回、特別巡回ラジオ体操・みんなの体
操会誘致(H24)開催(H25)
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マニフェスト工程表

23年度 24年度 25年度 26年度一連
№

8つの
戦略

小項目 項目 実施内容目的 課名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　下段は、各年度の財政所要額（見込み）　　　　　　　　　　　　　　　　単位：百万円

部名

工
程
表

金額 5 8 5 5

工
程
表

金額 1,472 1,605 1,666 1,728

工
程
表

・県営スポーツ施設の誘
致を推進

・身近なスポーツ施設の
再配置計画の個別計画
作成

金額

工
程
表

・体制づくりの検討

金額 2 2 2 2

・「多文化共生推進協議会」を設立、運営「多文化共生推進
協議会」の設立

「オール浜松」体
制により「多文化
共生推進協議会」
を設立し、多文化
共生社会の実現
に向けて取り組
む。

文

化

や

自

然

を

生

か

し
、

活

力

あ

ふ

れ

る

ま

ち

を

つ

く

り

ま

す

90 (9)
乳幼児期からの食
育の推進

・浜松市食育推進計画に基づき、こころと身体
の健康づくりの普及啓発を実施するとともに、
地場産物を積極的に学校給食献立に取り入
れ、浜松市食育推進計画における目標値の達
成を目指す。

・平成24年度に、第2次浜松市食育推進計画
策定する。

い
き
が
い
が
実
感
で
き
る
健
康
づ
く
り
を
進
め
ま
す

・周知啓発とともに、がん検診・特定健診との同
時受診券発行を行う。

・平成26年度の受診率を、肺がん検診31.5％、
特定健診27.0％を目指す。
(現状(平成21年度):肺がん検診28.7％、特定
健診24.6%)

健康診断の受診
率の向上

がん検診及び特
定健診を受診する
ことにより病気の
早期発見をし健康
寿命の延伸を目
指す。

健康福
祉部

健康増
進課

国保年
金課

92 (11)
スポーツ施設利用
環境の整備

・県営球技場などのスポーツ施設の設置を主
体とした県営公園の整備を県へ要望していくと
ともに、その進捗に合わせ、四ツ池公園の再整
備計画を検討する。

・身近なスポーツ施設について、施設の老朽
化や地域バランス等を考慮し、再配置計画の
個別計画を作成するとともに、施設の運営管
理についても、指定管理者制度の導入や地域
住民による運営等により、効率的、効果的な施
設環境の整備を平成26年度までに進める。

市民部
スポーツ
振興課

91 (10)

企画調
整部

国際課93 (1)

・平成24年度中に、市、国・県の関係団体、
HICE、外国人コミュ二ティ、経済界、自治会な
どによる「多文化共生推進協議会」を設立す
る。

県営球技場の誘
致を進めるととも
に、政令市にふさ
わしい競技場を整
備し、また市民が
利用しやすいス
ポーツ施設の利用
環境を整える。

「こころと身体の健
康づくり」、「地産
地消」、「食の安
全」の視点から食
育を推進する。

・第２次浜松市食育推進計画に基づく食育の推進

健康福
祉部

学校教
育部

健康増
進課

保健給
食課

浜松市食育推進計画に基づく食育の推進
・食事バランスガイド等を知っている市民の割合
　(H23:40.0％、H24:42.0％)
・子どもの朝食の欠食率
　(H23:4.2％、H24:4.0％)
・学校給食の取組
　地場産物活用率（Ｈ24：主要10品目　35.0％）

浜松市産米の利用拡大 ・第2次浜松市食育推
進計画策定

・県営スポーツ施設の誘致を推進(～H26)

・身近なスポーツ施設の計画に基づいた再配置の実施(H24～H26)

・同時実施受診券検討(H23)実施(H24～)
・がん検診の普及啓発
　受診率(肺がん検診) :30.0%　　　　　　(H24)30.5%　　　　　　　　　(H25)31.0%　　　　　　　　　(H26)31.5%
・特定健診の普及啓発
　受診率 :25.5%　　　　　　　　　　　　　　(H24)26.0%　　　　　　　　　(H25)26.5%　　　　　　　　　(H26)27.0%
・電話による特定健診受診勧奨(H23:10,000件)(H24～H26：20,000件)
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マニフェスト工程表

23年度 24年度 25年度 26年度一連
№

8つの
戦略

小項目 項目 実施内容目的 課名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　下段は、各年度の財政所要額（見込み）　　　　　　　　　　　　　　　　単位：百万円

部名

工
程
表

金額 53 53 53 53

工
程
表

・「観光地域づくりプラット
フォーム」の設立

・産業観光施設を紹介す
るモニターツアーの催行
・浜松の地域資源を活か
したモニターツアーを催
行する人材を育成

金額 14 14 14 14

工
程
表

 ・官民連携による「インバ
ウンド推進協議会」の設
置

金額 67 67 67 67

工
程
表

・動物園との施設の一体
的利用について検討

・園内移動列車の修繕等
投資効果調査の実施

・施設の一体的利用につ
いて検討
・フラワー･フルーツパー
ク公社の、公益財団法人
化に向けた申請

・フラワー･フルーツパー
ク公社の公益財団法人
化
・指定管理制度導入に向
けて制度等の整備

・指定管理者制度による
施設運営

金額

日本人市民と外国
人市民同士が互
いを認め合い、共
にまちづくりを進め
る多文化共生社
会の実現を目指
す。

文
化
や
自
然
を
生
か
し
、
活
力
あ
ふ
れ
る
ま
ち
を
つ
く
り
ま
す

94 (2)
多文化共生セン
ターの活動の活発
化

・多文化共生センター事業を充実するととも
に、平成24年度設立予定の多文化共生推進
協議会を活用して、外国人市民及び日本人市
民がより利用しやすい施設運営や事業展開を
推進する。

企画調
整部

国際課

産業部
観光交
流課

96 (4)
観光交流人口の
拡大

・事業効果の向上を図るため、官民連携による
「インバウンド推進協議会」を平成23年度に設
置し、海外向け観光施策を推進するなどによ
り、外国人の誘客を図る。
・コンベンション誘致事業(広報活動、コンベン
ションに関する事業への支援)を実施する。

産業部
観光交
流課

95 (3)

・地域資源を活用した着地型旅行商品の企
画・販売等を行う「観光地域づくりプラット
フォーム」を設立し、誘客に努める。
・環浜名湖及びその周辺地域の相互連携に
よって観光圏を形成し、観光旅客の来訪及び
滞在を促進するための事業を推進する。

官民連携による浜
名湖観光圏を中
心とした観光地の
ネットワーク化

環浜名湖及びそ
の周辺地域の相
互連携によって観
光圏を形成し、国
内外からの観光旅
客の来訪及び滞
在を増加させる。

・花を楽しむ観光施設として、花壇・植栽の充
実を図る。

・動物園との一体的利用について所管の一元
化により推進するとともに、指定管理者制度等
を平成26年度に導入し、経営の健全化を目指
す。

アジアなど海外か
らの誘客及び、コ
ンベンションへの
参加による交流客
数の増加を図る。

フラワーパークの
観光施設としての
再構築及び経営
の健全化

独自の魅力創出
を図るとともに、経
営の安定化と自立
した運営を目指
す。

都市整
備部

産業部

緑政課

農林水
産政策

課

97 (5)

・協議会による東アジア、東南アジア地区に重点を置いたセールス事業(H23～H26)
・協議会による受入態勢の整備、向上(H23～H26)
・コンベンションビューローによるコンベンション主催者等へのセールス、支援(H23～H26)

・「観光地域づくりプラットフォーム」の事業に対する支援(H24～H26)

・パンフレットやHPを活用し産業観光の魅力の啓発(H24～H26)

・浜松の地域資源を活かしたモニターツアーの催行(H24～H26)

・花壇植栽などの充実(H23～H26)

・多文化共生推進協議会等を活用し、積極的な事業展開を図る(H24～H26)

・多文化共生センターの開館日を、年中無休（休日及び年末年始を除く）とする(H23～H26)

・多文化共生コーディ
ネーターの養成

・多文化共生コーディネーターの活用による自治会等を中心とした多文化
共生事業の促進(H24～H26)

・防災対策の強化・外国人による防災組織の立ち上げ及び正しい情報の伝達(H23～H26)

・メンタルヘルス相談員を2名に増員(H23～H26)
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マニフェスト工程表

23年度 24年度 25年度 26年度一連
№

8つの
戦略

小項目 項目 実施内容目的 課名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　下段は、各年度の財政所要額（見込み）　　　　　　　　　　　　　　　　単位：百万円

部名

工
程
表

・新法人の設立及び事業
計画の策定

金額 106 90 90 90

工
程
表

・第２次浜松市ユニバー
サルデザイン計画策定

金額 3

工
程
表

 ・第8回浜松国際ピアノ
コンクール開催準備

・第8回浜松国際ピアノコ
ンクール事業開催

・第8回浜松国際ピアノコ
ンクール優勝者ツアー、
第9回開催準備

・第9回浜松国際ピアノコ
ンクール開催準備

金額 58 178 63 58

工
程
表

・こどもミュージカル開催
準備

・こどもミュージカル開催

金額 120 136 118 118

新法人を設立し、
浜松の「食」と「農」
の発信基地、食育
の実践と農業の6
次産業化の推進
拠点として事業に
取り組み、独立し
た経営を目指す。

文
化
や
自
然
を
生
か
し
、
活
力
あ
ふ
れ
る
ま
ち
を
つ
く
り
ま
す

98 (6)
フルーツパークの
新法人の設立によ
る独立経営

・新法人による経営の事業計画を策定し、同時
に指定管理制度を導入し、施設運営費の縮減
を図る。

産業部
農林水
産政策

課

市民部
ユニ・男

女課

100 (8)
音楽イベントの実
施、市民主体によ
るイベントの支援

・「浜松国際ピアノコンクール」、「浜松吹奏楽
大会」を実施する。

・市民音楽文化を振興する事業を、企業や文
化団体と共催して実施するとともに、浜松市文
化振興財団の中間支援機能の強化により、市
民主体の音楽イベントを支援する。

市民部
文化政
策課

99 (7)

・平成23年度に第2次ユニバーサルデザイン計
画を策定し、平成24年度から10ヵ年にわたるユ
ニバーサルデザインの定着・実践に向けた事
業を展開する。

新ユニバーサルデ
ザイン計画の策
定・実施

市民や事業者と協
働で取り組む新た
なユニバーサルデ
ザイン計画を策定
し、実行・実践す
る。

・本物の舞台芸術の制作を多くのこども達に体
験させ、芸術文化への理解を深めるための事
業を実施していく。

・平成24年度にこどもミュージカルを開催する。

貴重な文化資源
である音楽文化活
動をさらに活発に
することでまち全
体の活性化につ
ながる「音楽の都」
を推進する。

子どもが文化芸術
に親しみ、体験す
る環境づくり

子どもたちが文化
芸術に親しみ、体
験する機会を積極
的に設け、文化を
身近に感じる環境
づくりに努める。

市民部
文化政
策課

101 (9)

・新法人による指定管理を導入し、果物を中心とした地域の農林水産物の加
工体験や情報発信の拠点としてリニューアル

・浜松吹奏楽大会(H23～H26)
・市民音楽文化振興事業(H23～H26)
・市民主体の音楽イベントへの支援(後援、広報活動への協力、情報提供等)(H23～H26)

・こどもミュージカル開催準備(H25～H26)

第２次浜松市ユニバーサルデザイン計画に基づく事業の推進

　・ユニバーサルデザイン推進事業(ソフト事業の推進)(H24～H26)
　・ユニバーサル環境整備促進事業(ハード整備の推進)(H24～H26)
　・鉄道駅バリアフリー化設備整備への助成(H24～H25)

・こども音楽鑑賞教室(H23～H26)
・青少年音楽団体育成事業(H23～H26)
・アクトシティ音楽院事業(H23～H26)
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マニフェスト工程表

23年度 24年度 25年度 26年度一連
№

8つの
戦略

小項目 項目 実施内容目的 課名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　下段は、各年度の財政所要額（見込み）　　　　　　　　　　　　　　　　単位：百万円

部名

工
程
表

金額 5 5 5 5

工
程
表

・「ユネスコ創造都市ネッ
トワーク」加盟

・世界創造都市フォーラ
ムの開催

・ユネスコ創造都市ネット
ワーク国際会議等への参
加

・浜松創造都市推進プロ
グラムの策定

金額 5

工
程
表

・検討会の開催 ・改修整備

・本格稼動

金額 10 10 10 10

工
程
表

・「浜松市伝統芸能の集
い」開催

・無形民俗文化財伝承団
体の連絡会立ち上げ及
び民俗芸能フェスティバ
ルの準備

・民俗芸能フェスティバル
の準備

・三遠南信地域も含んだ
民俗芸能フェスティバル
の開催

金額 13 0.7 0.7 0.7

子どもたちが部活
動で使用する吹奏
楽楽器を充実し、
音楽教育の環境
整備を進める。

(13)
市民全体で民俗
芸能の保存・継承
活動に取組む。

市民協働による伝
統文化の保護・保
存活動の推進

文
化
や
自
然
を
生
か
し
、
活
力
あ
ふ
れ
る
ま
ち
を
つ
く
り
ま
す

102 (10)
音楽教育の環境
整備

・小中学校での音楽活動を活発化し、音楽文
化人材を育成するため、平成26年度までに、
大型楽器や特殊楽器を中心に約90台の楽器
を追加購入し(平成22年度末100台保有)、希
望する小中学校へ貸し出しを行い、音楽教育
の環境整備を進める。

市民部
文化政
策課

市民部
文化政
策課

104 (12)

文化芸術活動拠
点施設としての鴨
江別館の改修整
備

・鴨江別館の利活用について検討会を開催
し、ギャラリー機能等の施設整備を進め、平成
25年度にアートセンターとして本格稼動する。

市民部
文化政
策課

103 (11)
・平成23年度中に加盟を果たし、フォーラムを
開催する。

「ユネスコ創造都
市ネットワーク」加
盟による「音楽の
都」づくりの推進

音楽文化の国内
外への発信と交流
を促進するため、
「ユネスコ創造都
市ネットワーク」に
加盟し、「音楽の
都」づくりを進め
る。

・平成23年度に市制１００周年記念事業として、
「浜松市伝統芸能の集い」を開催するとともに、
市内の伝承団体の連絡会を立ち上げ・支援を
図り、平成26年度に三遠南信地域も含んだ民
俗芸能フェスティバルを開催する。

鴨江別館をアー
ティストの活動拠
点機能や、人と情
報の交流の場とし
てのアートセン
ター機能、市民
ギャラリー機能を
有する施設として
改修整備してい
く。

文化財
課

105 市民部

・ユネスコ創造都市ネットワーク国際会議等への
参加

・浜松創造都市推進プログラムの推進）

・無形民俗文化財伝承団体への助成、活動支援(H23～H26)

・アート活動従事者の利用促進を目的とした施
設の管理運営

・新たな展示会など、アートプログラム推進事業
の実施

・特殊管弦楽器・打楽器の充実、小中学校への貸し出し(H23～H26：計約90台の購入)
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マニフェスト工程表

23年度 24年度 25年度 26年度一連
№

8つの
戦略

小項目 項目 実施内容目的 課名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　下段は、各年度の財政所要額（見込み）　　　　　　　　　　　　　　　　単位：百万円

部名

工
程
表

・天守門実施設計等 ・天守門復原整備（周辺
整備含む）

・南エントランスゾーン都
市計画変更

・天守門復原整備（周辺
整備含む）

・南エントランスゾーン旧
下水道庁舎撤去後発掘
調査

・南エントランスゾーン整
備実施設計

金額 12 105 105 10

工
程
表

・建設場所の決定、建設
計画策定のための準備

・基本設計、地質調査

金額 0.5 9 9 90

工
程
表

・市民協働研修会の開催
（年5回）

・庁内メールニュースの
配信（年6回）

・職員向け市民協働の参
考書作成

金額 0.5

工
程
表

・市民協働センターの維持
管理

・市民協働コーナーモデル
事業（引佐・三ヶ日）の検証

・市民協働センターの機能
充実

・各地域自治センター内に
市民協働コーナーを新規に
設置(5箇所)

・公民館内の設置について
検討

金額 36 36 43 43

浜松城公園歴史
ゾーンの復原、歴
史の発掘を通し
て、市民が誇ること
のできる新たな文
化・観光資源を創
出する。

市民活動団体の
活動拠点の整備

106 (14)
浜松城公園内の
城郭施設の復原

浜松城公園歴史ゾーンの復原整備を10ヵ年計
画で行う。

・「天守門」について、平成25年度までに
　整備する。
・「南エントランスゾーン」について、
　平成24～27年度の計画で整備する。
・「富士見櫓」について、平成28～32年度の
　計画で復原整備を行う。

都市整
備部

公園課

文
化
や
自
然
を
生
か
し
、
活
力
あ
ふ
れ
る
ま
ち
を
つ
く
り
ま
す

(15)

美術館

生涯学
習課

108 (1)

市民への積極的
な情報提供や市
政参画の機会の
充実

・職員が市民協働について理解を深めること
が、市民への積極的な情報提供や市政参画
機会の充実にとって重要なことから、職員が業
務で活用できる市民協働の参考書を作成する
とともに、市民協働についての研修会を開催
する。

市民部
市民協
働・地域
政策課

107

行
革
を
進
め
、
自
立
し
た
市
政
運
営
を
行
い
ま
す

市民活動団体の
活動拠点を整備
し、市民活動の活
性化を図る。

市民協働を推進
するための前提と
なる情報の公開、
市民への市政参
画機会を充実する
ため、職員の意識
改革を図る。

(2)
市民協
働・地域
政策課

109

・市民協働センターの機能を充実するととも
に、既存の公共施設の空きスペースを活用し、
市民協働コーナーの設置を進める。
(平成24年度までに7箇所設置)

市民部

・浜松城公園の配置計画の中で、新美術館の
建設場所を決定し、基本計画を策定するなど、
建設準備を行う。

・文化センターについても新美術館と総合的に
建設準備を進めていく。

新美術館及び文
化センターの建設
準備

浜松城公園内の
文化施設整備とし
て、創造的な新し
いアート活動の拠
点施設としての新
美術館や多様な
文化芸術活動を
振興していくため
の文化センターの
建設準備をする。

・(仮称)建設構想策定委員会を設置
基本計画策定(事業方針､概算事業費､運営方法
等）、設計手法調査、附属調査等
設計業者決定

市民部

・市民協働研修会の開催（年5回）(～H26)

・庁内メールニュースの配信（年6回）(～H26)

・市民協働センターの機能充実

・市民協働コーナー（7箇所）の維持管理

・公民館の内、可能な施設から設置
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マニフェスト工程表

23年度 24年度 25年度 26年度一連
№

8つの
戦略

小項目 項目 実施内容目的 課名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　下段は、各年度の財政所要額（見込み）　　　　　　　　　　　　　　　　単位：百万円

部名

工
程
表

金額 3

工
程
表

・第3次行財政改革推進審
議会の運営

・第4次行財政改革推進審
議会の設置・運営

・第4次行財政改革推進
審議会の運営

・第4次行財政改革推進審
議会の運営

・第5次行財政改革推進審
議会の設置・運営

・第5次行財政改革推進
審議会の運営

金額 6 6 6 6

工
程
表

金額 1 1 1 1

工
程
表

・総市債残高目標値：
5,161億円

・総市債残高目標値：
5,113億円

・総市債残高目標値：
5,035億円

・総市債残高目標値：
4,957億円

金額

市の全ての事務
事業を見直し、行
政サービスの質の
向上を図るととも
に、事業の目的、
内容、コスト、成
果、評価を開示
し、市政の透明性
の向上を図る。

健全な財政運営
により、将来にお
いても安定した財
政を堅持する。

・平成23年10月の第3次浜松市行財政改革推
進審議会の任期満了後も、引き続き行財政改
革推進審議会を設置し、行財政改革を推進す
る。

111 (4)
さらなる行財政改
革

第三者機関による
提言・監視体制を
構築し、市全体で
行財政改革を推
進していく。

110 (3)

対等なパートナー
シップのもとでの
地域社会の課題
解決

・市民協働センターと連携してプレゼンテー
ションフォーラムを開催し、多様な主体が連携
するきっかけを創るとともに、継続的に相談、連
携の場の提供、情報発信等の支援を行い、社
会的課題の解決を図る。

市民部
市民協
働・地域
政策課

多様な主体が協
力、連携できる機
会をつくり、対等な
パートナーシップ
のもとで、地域の
社会的課題の解
決を図る。

行
革
を
進
め
、
自
立
し
た
市
政
運
営
を
行
い
ま
す

113 (6)

行政経
営課

行革審
事務局

112 (5)
市の政策や事業
に対する市民目線
での評価の実施

・毎年度、全ての事務事業（約1,000事業）をゼ
ロベースで評価するとともに、評価結果と改善
状況を公表し、市政の透明性を向上させる。

・市民目線による外部評価を実施し、評価の信
頼性を高める。

企画調
整部

行政経
営課

財政課

・平成26年度末までに総市債残高（一般会
計、特別会計、企業会計）を5,000億円未満と
する。

財務部

企画調
整部

総市債残高の削
減

・全事業の評価の実施(H23～H26)

・評価結果と改善状況の公表(H23～H26)

・市民目線による外部評価の実施(H23～H26)

・プレゼンテーションフォーラムの開催(H23～H26)

・「行革審だより」の発行・行革審ホームページの運営による情報公開(H23～H26)
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マニフェスト工程表

23年度 24年度 25年度 26年度一連
№

8つの
戦略

小項目 項目 実施内容目的 課名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　下段は、各年度の財政所要額（見込み）　　　　　　　　　　　　　　　　単位：百万円

部名

工
程
表

・売却可能財産を精査
し、売却計画の作成
・財産処分の包括的な委
託の実施
・随時売却、インターネッ
ト公売、媒介委託の実施
・借地適正化計画の策定
及び借地解消の推進

金額 ▲593 ▲600 ▲600 ▲600

工
程
表

・適正化評価における
PDCA評価の実施
・第１期施設評価における
廃止計画の進行管理
・第2期施設評価の実施、
適正化計画・廃止計画の作
成
・公共施設再配置計画個別
計画の作成

金額

工
程
表

金額 211 212 212 212

工
程
表

・定員適正化計画に基づ
き、目標とする98人の職
員数を削減する。

・定員適正化計画に基づ
き、目標とする90人の職
員数を削減する。

・定員適正化計画に基づ
き、目標とする67人の職
員数を削減する。

・定員適正化計画に基づ
き、目標とする71人の職
員数を削減する。

金額

目標設定と達成率
の進捗管理を徹
底することにより、
収納率向上と滞納
繰越額削減を実
現する。

遊休化した財産は
処分を原則とし、
処分できるまでの
間は一時的な貸
付を行うなど積極
的な資産活用を行
い、借地解消に向
けた財源確保を行
う。

施設の見直しや集
約化による保有施
設の縮減と地域に
見合った施設配置
をし、健全な財政
運営への貢献と幅
広い市民サービス
への還元を行う。

行
革
を
進
め
、
自
立
し
た
市
政
運
営
を
行
い
ま
す

115 (8)
既存施設の再編・
リニューアルによる
コスト削減

114 (7)
遊休資産の売却・
交換・貸付及び借
地の解消の推進

・平成23年度に、財産処分の促進および借地
の適正化に向けての計画を策定・実施する。

財務部
資産経
営課

116 (9) 滞納整理の徹底
・平成26年度、現年分収納率98.5％を目指し
た対策及び、平成26年度、累積滞納額67億円
を目指した対策を、計画的に実施する。

財務部

・資産経営推進方針のもと施設評価を実施し、
評価に基づき施設配置を見直すことで、平成
26年度までに、対象とする既存施設を20%削減
する。

人事課

資産経
営課

財務部

納税推
進課

債権回
収対策

課

117 (10) 職員数の削減

・平成22年度の取り組み(76人削減)と合わせ、
職員数については、全部局で314人、市民の
安全・安心にかかわる消防局を除き402人の削
減を図るとともに、政策・事業評価の活用や組
織の見直しなどにより目標を上回る削減を目指
す。

総務部

組織の見直しや事
務事業の合理化、
アウトソーシング等
の活用などにより、
300人を超える職
員数を削減する。

計画に基づく実施

 ・売却可能財産を精査、売却計画の見直し(H24～H26)
 ・包括的な委託の実施(H24～H26)
 ・随時売却、インターネット公売、媒介委託の実施(H24～H26)
 ・借地解消の推進(H24～H26)

・施設評価におけるPDCAサイクルの検証(H24～H26)

・1期2期施設評価、再配置計画個別計画における廃止施設の廃止計画進
行管理(H24～H26)

・民間委託業務、外国人対策、特別徴収事業所の拡大、口座振替の推進などの対策の実施
(現年分収納率
                H23:98.2％                  　H24:98.3％               　  H25:98.4％           　   H26:98.5％)
・滞納整理の徹底、滞納繰越分徴収額の確保、回収不能債権整理の推進
(累積滞納額
        H23:78億円未満           H24:75億円未満            H25:72億円未満            H26:67億円未満)

計画に基づく実施

 ・売却可能財産を精査、売却計画の見直し(H24～H26)
 ・包括的な委託の実施(H24～H26)
 ・随時売却、インターネット公売、媒介委託の実施(H24～H26)
 ・借地解消の推進(H24～H26)

・適正化評価におけるPDCA評価の実施(H24～H26)

・1期2期施設評価、再配置計画個別計画における廃止施設の廃止計画進
行管理(H24～H26)
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マニフェスト工程表

23年度 24年度 25年度 26年度一連
№

8つの
戦略

小項目 項目 実施内容目的 課名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　下段は、各年度の財政所要額（見込み）　　　　　　　　　　　　　　　　単位：百万円

部名

工
程
表

・時間外勤務時間数を平
成22年度実績の20%縮減
する。

金額

工
程
表

・戦略計画を核とする経
営の仕組みに基づく事
業の実施

・戦略計画を核とする経
営の仕組みに基づく事
業の実施

・第3次浜松市総合計画
策定準備

金額 12 12 12 12

工
程
表

・評価を反映した戦略計
画、政策･事業シートの
公表
・政策形成過程であるス
プリングレビューやサ
マーレビュー資料等の公
表

金額

工
程
表

・行政区の再編について
の、住民投票を実施する
ための住民投票条例提
案し、提案結果に基づく
取組みを推進

金額

時間外勤務の縮
減は、職員の心身
の健康保持、仕事
と生活の調和、公
務能率の向上、行
政コストといった観
点からも重要な課
題であることから、
その縮減に取り組
む。

総務部 人事課118 (11)
時間外勤務の縮
減

以下の取り組みで時間外勤務について、平成
22年度実績の20%縮減を図る。

・職員のコスト意識の徹底
・時間外勤務縮減の重点的な取組みの作成・
進行管理
・勤務時間の弾力的割振りの実施
・週休日等の振替の徹底

119 (12)

行
革
を
進
め
、
自
立
し
た
市
政
運
営
を
行
い
ま
す

120 (13)

・戦略計画、政策･事業シートやスプリングレ
ビュー、サマーレビュー資料等の公表により、
市民に対し分かりやすい情報提供を行い、政
策形成に係る市民参画を促進する。

企画調
整部

総合計画推進に
おけるPDCAサイ
クルの確立

企画調
整部

企画課

行政経
営課

企画課

行政経
営課

総合計画の推進
において、市民参
画と分かりやすい
市政情報の提供
に取り組む。

市民協
働・地域
政策課

企画課

121 (14)

・総合計画の進行管理は、実施計画となる戦
略計画を、毎年度策定･評価していくことで進
める。

・部局長や区長の権限と責任のもと、戦略計画
を核とした資源配分の仕組みや計画策定から
評価･見直しまでの経営の流れを推進する。

PDCAサイクルに
おける意思決定の
仕組みや資源配
分の仕組みを確
立する。

区の再編の検討、
住民投票条例の
制定

行政区再編の是
非の判断に住民
投票の結果を反
映させる。

・行政区再編については、利点、不利点、先進
事例を整理し、住民投票の制度設計、有効性
について検討する。

政策形成過程の
公表

市民部

企画調
整部

・時間外勤務時間数を前年度対比で縮減し、平成22年度実績の20%縮
減を目指す(H23～H25)

・戦略計画を核とする経営の仕組みに基づく事
業の実施

・第3次浜松市総合計画策定

・評価を反映した戦略計画、政策･事業シートの公表(～H26)

・政策形成過程であるスプリングレビューやサマーレビュー資料等の公表
(～H26)
・第3次浜松市総合計画策定準備過程、策定過程の公表(H24～H26)

・行政区再編の課題の整理(H23～H25)

・課題整理、検討の過程の市民への情報公開(H23～H25)
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マニフェスト工程表

23年度 24年度 25年度 26年度一連
№

8つの
戦略

小項目 項目 実施内容目的 課名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　下段は、各年度の財政所要額（見込み）　　　　　　　　　　　　　　　　単位：百万円

部名

工
程
表

金額

工
程
表

・部の数を15から10に再
編

金額

工
程
表

・再構築スケジュールの
検討

・再構築システムの調達
方法の検討

・再構築システムの方式
の検討

・システム再構築を担う組
織、体制の検討
・共通基盤の検討（機
能、要件等）
・個別システムの検討（機
能、要件等）
・システム再構築に係る
計画の策定

金額

工
程
表

金額 6 6 6 6

情報システム全体
の見直しを進め、
市役所全体の業
務改善を図る。

122 (15)
簡素で機能的な
市役所の組織体
制の構築

・課の統合、職の再編及び各課の事務分掌の
見直しを行う。

総務部 人事課

124 (17)
電子自治体の取り
組みやICTの利活
用についての研究

・既存パッケージソフトの評価や導入に当たっ
ての課題、調達方法などの検討を進め、情報
システム最適化に関する実施計画を作成す
る。

行
革
を
進
め
、
自
立
し
た
市
政
運
営
を
行
い
ま
す

市民にわかりやす
く、利用しやすい、
簡素で機能的な
市役所の組織体
制を構築する。

三遠南信地域基
本計画などに基づ
き、新産業の創出
を図り、10年後の
基幹産業化を目
指す。

・広域連携によるプロジェクトの一層の充実を
図るとともに、成長が望める産業分野である次
世代輸送用機器、健康医療、新農業、光エネ
ルギーについて、三遠南信地域の産学官連携
により、事業を展開する。

123 (16) 人事課

企画調
整部

情報政
策課

産業振
興課

総務部

125 (18)
三遠南信地域基
本計画に基づく新
産業の創出

部の削減

縦割り行政を解消
し、総合的な政策
運営ができるよう
部を再編する。

産業部

・現在15ある本庁の部（1事業本部を含む。）を
10に再編する。

・各システム再構築

・市民にわかりやすく、利用しやすい、組織体制の構築(H23～H26)

・広域クラスタープロジェクトの実施（次世代輸送用機器、航空宇宙、健康医療、新農業、光・電子）
(H23～H26)
・人材育成事業の実施及び検討（コーディネーターや次世代人材等）(H23～H26)
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マニフェスト工程表

23年度 24年度 25年度 26年度一連
№

8つの
戦略

小項目 項目 実施内容目的 課名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　下段は、各年度の財政所要額（見込み）　　　　　　　　　　　　　　　　単位：百万円

部名

工
程
表

・東海大地震等の大規模
災害を想定した連携のあ
り方の検討
・広域での消防本部の合
同訓練等の実施
・三遠南信自動車の一部
供用開始に向け、消防相
互応援の調査・研究

・広域での消防本部の合
同訓練等の実施
・三遠南信道路の開通に
向け、消防相互応援協
定の締結

金額

工
程
表

・遠州広域行政推進会議
の設置

・遠州広域行政推進会議
を年3回程度開催し、広
域連携による地域の課題
解決に取り組む

金額

消防総
務課

危機管
理課

企画課

三遠南信地域で
災害時における相
互応援や浜松市
消防ヘリコプター
の遠距離救急搬
送時の広域運用
など、防災・医療
連携を進める。

126 (19)

行
革
を
進
め
、
自
立
し
た
市
政
運
営
を
行
い
ま
す

三遠南信地域に
おける防災・医療
連携

企画課127 (20)
西遠地域8市1町
の首長会談の主
催

西遠地域8市1町
の首長会談を主
催し、広域連携で
地域の課題解決
に取り組む。

・遠州地域8市1町の首長による「遠州広域行
政推進会議」を開催し、防災、観光など遠州地
域の広域的行政課題について解決に取り組
む。

企画調
整部

・三遠南信災害時相互応援協定や航空消防
応援協定を踏まえ、東海地震等の大規模災害
を想定した連携のあり方を検討するとともに、
広域での消防本部との合同訓練等を実施す
る。

・三遠南信自動道における消防相互応援協定
の締結に向けて調査・研究を進める。

消防局

危機管
理監

企画調
整部

・広域での消防本部の合同訓練等の実施

・遠州広域行政推進会議を年3回程度開催し、広域連携による地域の課題
解決に取り組む
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〒430-8652 浜松市中区元城町 103－2 

 

浜松市役所 企画調整部 企画課 

TEL 053－457-2241 FAX 053－457-2248 

E ﾒｰﾙ：kikaku@city.hamamatsu.shizuoka.jp 

 

http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ 


